
シメコナゾール（案）  

1．品目名：シメコナゾール（Simeconazole）  

2．用途：殺菌剤   

トリアゾール系殺菌剤であり、菌類の細胞膜成分であるエルゴステロール生合成系の、   

ラノステロールのC14位脱メチル化を阻害することで作用すると考えられている。  

3．化学名：  

（H5）r2－（4Tfluorophenylトト（1伊1，2，4－triazol一卜yl卜  

3－（trimethylsilyl）propanN2－01（IUPAC）  

cr（4－fluorophenyl）－α，［（trimethylsilyl）methyl］－1H－1，2，4qtriazole－  

1rethanol（CAS）  

4．構造式及び物性  

卵 

l㍉  
分子式  C14H2。FN。OSi  

分子量  293．41  

水溶解度  57．5mg／L（20℃）  

分配係数   Logl。Pow＝3．2（25℃）  

（メーカー提出資料より）   
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5．適用病害虫の範囲及び使用方法   

本薬の適用病害虫の範囲及び使用方法は以下のとおり。  

となっているものについては、今回農薬取締法（昭和23年法律第82号）に基  作物名   

づく適用拡大申請がなされたものを示している。  

1）20％シメコナゾール水和剤   
シメコナリ～－ルを  

作物名   適用病害虫  希釈倍数  使用液量  嘩用時期  本剤の 使用回数  使用 方法   含む農薬の 総使用回数   

褐斑病  
黒星病  

りんご  
赤星病  

うどんこ病  

モニリア病  収穫7日  
斑点落葉病   前まで   

黒星病  

なし  赤星病  200′～700  
うどんこ病   L／10a  

3回以内   3回以内  
2000～4000倍  

散布  

2000倍   

収穫前日  

2000～4000倍  
まで   

2000倍  
いちご   

炭症病  
100～300  

だいず   紫斑病  1000～2000倍  L／10a  
前まで   

2回以内   

茶   炭症病 もち病   2000～4000倍  200～400 L／10a  摘採7日 前まで   
1回  1回   

※：「うめ」を追加して′ト粒核果類とする。  

2）1．5％シメコナゾール粒剤   
シメコナリ、－ルを  

作物名   適用病害虫名   使用量  使用時期  本剤の 使用回数  使用 方法   含む農薬の 総使用回数   

紋枯病  

疑似紋枯症（褐色紋枯病菌）  

疑似紋枯症（赤色菌核病菌）   

疑似紋枯症（灰色菌核病菌）   

稲  疑似紋枯症（褐色菌核病菌）  収穫45日   2回以内  散布  2回以内  
稲こうじ病  

前まで  

墨黒穂病   

穂枯れ（ごま葉枯病菌） じ  4kg／10a   
穂枯れ（す菓枯病菌）  

4～6  
土寄せ時  

ねぎ   白絹病  （収穫14日  
kg／10a  

前まで）   

株元   3回以内   
散布  

－2－   



（3）50％シメコナゾール水和剤  

希釈  
シメコナソヾ－ルを  

作物名  適用病害虫名   倍数  使用液量  使用時期  本剤の 使用回数  使用方法   含む農薬の 総使用回数   

おうとう  灰星病 幼果菌核病  5000倍  200′■、700 L／10a  収穫前日 まで  3回以内   散布   3回以内   

だいず   紫斑病   12倍  0．8 L／10a  収穫14日 前まで  2回以内  無人ヘリコプター による散布  2回以内   

（4）4．5％シメコナゾール粒剤  

本剤の  シメコナリヾ－ルを  

作物名   適用病害虫名   使用量   使用時期   使用  使用方法  含む農薬の  
回数  総使用回数   

紋枯病  
1～1．3kg／10a   散布   

稲  
稲こうじ病  1kg／／10a  

収穫45日 前まで  2回 以内    2回以内        無人ヘリコプターに  

よる散布   

（5）2．4％シメコナゾール・65．0％マンゼブ水和剤  

シメコナリ～－ル  

本剤の  
作物名   

適用病害虫名  希釈倍数  使用液量  使用時期   使用回数  使用 方法   を含む 農薬の総  
使用回数   

みかん   
500～600   収穫30  

そうか病  倍   目前まで   
かんきつ  黒点病  

収穫90  
4回以内  

（みかん  灰色かび病  

を除く）  
目前まで   

うどんこ病  
モニリア病  

すす点病  
3回以内   3回以内  

200′－－700 L／10a  
収穫60  

りんご  褐斑病  
倍  

日  3回以内   

黒星病  前まで  

赤星病  
斑点落葉病  散布  

黒点病   

うどんこ病  収穫45  

かき  落葉病  600倍  日  2回以内  2回以内  2回以内   
炭症病  前まで  

炭症病  
すいか  うどんこ病  7回以内   

つる枯病   
収穫7日 まで  5回以内  

べと病  600′■、800  
5回以内  

メロン  うどんこ病  倍   L／10a  5回以内   

つる枯病  

べと病  
匝頭重司  うどんこ病  収穫30 で  2回以内  

目前ま  
2回以内  2回以内   
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5）2．4％シメコナゾール・65．0％マンゼブ水和剤（つづき）   
シメコナリ寸－ル  

本剤の  

作物名   適用病害虫名  希釈倍数  使用液量  使用時期   使用回数   方法    農薬の総  

使用回数   

小粒種  

ぶどう  2回以内   2回以内  

（露地栽培）   べと病  
収穫60  

目  2回以内  2回以内  
大粒種   2回以内  
ぶどう   黒とう病   1000倍  200′－－700    前まで  

花後1  は1回以   
（露地栽培）  うどんこ病  

回）  内）  

ぶどう  開花前   2回以内  

まで  
2回以内  

（施設栽培）   

べと病  

うどんこ病   

きゆうり  炭症病  散布  

灰色かび病  
倍   

収穫前目  

褐斑病   まで   

疫病  

トマト  築かび病  100～300  2回以内  2回以内  2回以内  

■ぅどんこ病   L／10a  

さび病  

ねぎ  
づと病  

600倍  
収穫30  

目前まで  3回以内  
3回以内  

黒斑病  

葉枯病  
3回以内  

さび病  600′～800   
にんにく  

収穫7日  

前まで   
5回以内  

菓枯病  倍  

6）1．5％シメコナゾール・4．0％メトミノストロビン粒剤   
メトミノストロ  

シメコナソナール   

作物名   適用病害虫名   使用量  使用時期  本剤の 使用回数  使用 方法   を含む 農薬の総  
む  

農薬の総  
使用回数  

いもち病  

紋枯病  

疑似紋枯症（褐色紋枯病菌）  

疑似紋枯症（赤色菌核病菌）  
稲  

疑似紋枯症（灰色菌核病菌）  3kg／10a  収穫45日 前まで  1回  散布  2回以内   
1回   

疑似紋枯症（褐色菌核病菌）  

稲こうじ病  

穂枯れ（ごま菓枯病菌）  

6．作物残留試験  

（1）分析の概要   

①分析対象の化合物  

・シメコナゾール  

・（都）－2－（4－フルオロフェニルト1一ヒドロキシメチルジメチルシリル  

ー3－（1〟－1，2，4－トリアゾール十イル）プロパンー2－オール（以下、代謝物Dとい  

う。）  
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（都）－2一（4－フルオロフェニルト3－（1〟－1，2，4－トリアゾールー1－イル）プロパン  

ー1，2－ジオール（以下、代謝物Fという。）  

②分析法の概要   

含水アセトニトリル（又はアセトン）で抽出後、C18ミニカラム、グラファイトカー   

ボンミニカラム等で精製し、高速液体クロマトグラフ（UV検出器）又は高速液体ク   

ロマトグラフ／質量分析計（LC－MS）を用いて定量する。  

定量限界  シメコナゾール‥0．01～0．5ppm  

代 謝 物 D：0．01～0．03ppm  

代 謝 物 F：0．01～0．02ppm  

（2）作物残留試験結果   

①水稲  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、1．5％粒剤を1回湛水散布   

（4kg／10a）したところ、散布後43～78日の最大残留量注1）は以下のとおりであった。  

シメコナゾール：く0．02、く0．02ppm  

代 謝 物 D：く0．02、く0．02ppm  

代 謝 物 F：く0．02、〈0．02ppm   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、1．5％粒剤を2回湛水散布  

（4kg／10a）したところ、散布後43～78日の最大残留量注1）は以下のとおりであった。  

シメコナゾール：く0．02、0．02ppm  

代 謝 物 D：く0．02、く0．02ppm  

代 謝 物 F：〈0．02、〈0．02ppm  

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、1．5％粒剤を1回湛水散布  

（4kg／10a）したところ、散布後43～78日の最大残留量注1）は以下のとおりであった。  
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シメコナゾール：0．12、0．30ppm  

代 謝 物 D：0．12、0．12ppm  

代 謝 物 F：く0．02、く0．02ppm  

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、1．5％粒剤を2回湛水散布  

（4kg／10a）したところ、散布後43～78日の最大残留量注1）は以下のとおりであった。  

シメコナゾール：0，36、0．48ppm  

代 謝 物 D：0．26、0．26ppm  

代 謝 物 F：0．03、〈0．02ppm   

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（1例）において、1．5％粒剤を2回湛水散布  

（4kg／10a）したところ、散布後42日の最大残留量注1）は以下のとおりであった。だ  

し、これらの試験は適用範囲内で行われていない■。注2）  

シメコナゾール：0．02ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（1例）において、1．5％粒剤を2回湛水散布  

（4kg／10a）したところ、散布後42日の最大残留量注1）は以下のとおりであった。た  

だし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

シメコナゾール：0．73ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず  

②温州みかん  

温州みかん（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、2β％水和剤の4β♂♂   

疹希釈液を3回散布（500L／10a）したところ、散布後〟βの最大残留量注1）は以下   

のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

シメコナゾール：く0．02、く0．02ppm  

代 謝 物 D：〈0．02、〈0．02ppm  

代 謝 物 F：く0．02、く0．02ppm   

温州みかん（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、2♂％水和剤の4♂β♂  

拶希釈液を3回散布（500L／10a）したところ、散布後2ノβの最大残留量注1）は以下  

のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  
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シメコナゾール：0．08、0．08ppm  

代 謝 物 D：0．02、0．03ppm  

代 謝 物 F：く0，02、〈0．02ppm  

③夏みかん  

夏みかん（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2♂％水和剤の4α旧店希   

釈液を3回散布（638、700L／10a）したところ、散布後ま7βの最大残留量注1〉は以下   

のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

シメコナゾール：0．06、0．05ppm  

代 謝 物 D：く0．02、く0．02ppm  

代 謝 物 F：く0．02、く0．02ppm  

④ゆず  

ゆず（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2ク％水和剤の4♂αり芽希釈液   

を3回散布（800、500L／10a）したところ、散布後2ノβの最大残留量注1）は以下のと   

おりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

シメコナゾール：く0．02、0．08ppm  

代 謝 物 D：く0．02、く0．02ppm  

代 謝 物 F：く0．02、く0．02ppm  

⑤メロン  

メロン（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2♂％水和剤の4βαり欝希釈   

液を3回散布（250L／10a）したところ、散布後7～14日の最大残留量注1）は以下のと   

おりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

シメコナゾール：く0．02、〈0．02ppm  

代 謝 物 D：く0．02、〈0．02ppm  

代 謝 物 F：く0．02、〈0．02ppm   

メロン（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2♂％水和剤の4♂αり欝希釈  

液を5回散布（250L／10a）したところ、散布後7～14日の最大残留量注1）は以下のと  

おりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

シメコナゾール：く0．02、く0．02ppm  

代 謝 物 D：く0．02、く0．02ppm  

代 謝 物 F：く0．02、く0．02ppm  
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⑥もも  

もも（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の4，000倍希釈液   

を2回散布（400、300L／10a）したところ、散布後14～28日の最大残留量注1）は以下   

のとおりであった．  

シメコナゾール：0．04、く0．03ppm  

代 謝 物 DJ：0．04、く0．03ppm  

代 謝 物 F：0．02、〈0．02ppm   

もも（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の4，000倍希釈液  

を3回散布（400、300L／10a）したところ、散布後14～28日の最大残留量注1）は以下  

のとおりであった。  

シメコナゾール：0．04、く0．03ppm  

代 謝 物 D：0．04、く0．03ppm  

代 謝 物 F：0．04、0．02ppm   

もも（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の4，000倍希釈液  

を2回散布（400、300L／10a）したところ、散布後14～28日め最大残留量注1）は以下  

のとおりであった。  

シメコナゾール：0．66、0．30ppm  

代 謝 物 D：0．06、0．06ppm  

代 謝 物 F：0．04、0．04ppm   

もも（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の4，000倍希釈液  

を3回散布（400、300L／10a）したところ、散布後14～28日の最大残留量注1）は以下  

のとおりであった。  

シメコナゾール：  m
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もも（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の2，000倍希釈液  

を3回散布（400、360L／10a）したところ、散布後1～14日の最大残留量注1）は以下  

のとおりであった。   

シメコナゾール：0．16、0．30ppm   

代 謝 物 D：測定せず   

代 謝 物 F：測定せず  

－8－   



もも（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の2，000倍希釈液  

を2回散布（400、360L／10a）したところ、散布後1～14日の最大残留量注1）は以下  

のとおりであった。  

シメコナゾール：3．73、9．89ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず  

⑦すいか  

すいか（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2♂％水和剤の4♂αり茅希釈   

液を5回散布（300、150～200L／10a）したところ、散布後7～ノ4日の最大残留量注1）   

は以下のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注  
2）  

シメコナゾール：く0．02、く0．02ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず  

⑧りんご  

りんご（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の4，000倍希釈   

液を1回散布（700L／10a）したところ、散布後14～60日の最大残留量注1）は以下の   

とおりであった。  

シメコナゾール：く0．03、く0．03ppm  

代 謝 物 D：く0．03、〈0．03ppm  

代 謝 物 F：く0．02、く0．02ppm   

りんご（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の4，000倍希釈  

液を2回散布（700L／10a）したところ、散布後14～60日の最大残留量注1）は以下の  

とおりであった。  

シメコナゾール：0，04、く0．03ppm  

代 謝 物 D：く0．03、く0．03ppm  

代 謝 物 F：く0．02、く0．02ppm   

りんご（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の4，000倍希釈  

液を3回散布（700L／10a）したところ、散布後14～60日の最大残留量注1）は以下の  

とおりであった。  

シメコナゾール：0．04、く0．03ppm  

代 謝 物 D：く0．03、く0．03ppm  

代 謝 物 F：く0．02、く0．02ppm  
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りんご（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の2，000倍希釈  

液を3回散布（830、700L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量注1）は以  

下のとおりであった。  

シメコナゾール：0．14、0．04ppm  

代 謝 物 D：く0．03、く0．03ppm  

代 謝 物 F：く0．02、く0．02ppm  

⑨日本なし  

日本なし（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の4，000倍希   

釈液を2回散布（400L／10a）したところ、散布後14～28日の最大残留量注1）は以下   

のとおりであった。  

シメコナゾール：く0．03、0．07ppm  

代 謝 物 D：く0．03、く0．03ppm  

代 謝 物 F：く0．02、く0．02ppm   

日本なし（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の4，000倍希  

釈液を3回散布（400L／10a）したところ、散布後14～28日の最大残留量注1）は以下  

のとおりであった。  

シメコナゾール：0．07、0．07ppm  

代 謝 物 D：く0．03、0．03ppm  

代 謝 物 F：く0．02、く0．02ppm   

日本なし（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の2，000倍希  

釈液を3回散布（400、350L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量注1）は  

以下のとおりであった。  

シメコナゾール：0，18、0．06ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず  

⑩かき  

かき（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2♂％水和剤の4α町傍希釈液   

を勘野散布（350、435L／10a）したところ、散布後乙仁庁の最大残留量注1）は以下のと   

おりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  
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シメコナゾール：く0．03、0．06ppm  

代 謝 物 D：く0．03、く0．03ppm  

代 謝 物 F：く0．02、く0．02ppm  

⑪E司  

うめ（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の2，000倍希釈液   

を3回散布（400L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量注1）は以下のとお   

りであった。  

シメコナゾール：0．50、0．39ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず  

⑫ネクタリン  

ネクタリン（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の2，000   

倍希釈液を3回散布（270、400L／10a）したところ、散布後7～14日の最大残留量注  

1）は以下のとおりであった。  

シメコナゾール：0．14、0．03ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず  

⑬すもも 

すもも（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の2，000倍希釈   

液を3回散布（500、400L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量注1）は以下   

のとおりであった。  

シメコナゾール：く0．05、く0．05ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず  

⑭あんず  

あんず（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の2，000倍希釈   

液を3回散布（400L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量注1）は以下のと   

おりであった。  

シメコナゾール：0．40、0．28ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず  
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⑮おうとう  

おうとう（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の2，000倍希   

釈液を3回散布（625、400L／10a）したところ、散布後1～14日の最大残留量削）は   

以下のとおりであった。  

シメコナゾール：1．13、0．61ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず  

⑯ぶどう  

ぶどう（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2♂％水和剤の4α牲ぼ希釈   

液を石野散布（400、300L／10a）したところ、散布後aダβの最大残留量注1）は以下の   

とおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

シメコナゾール：0．06、〈0．02ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず  

⑰いちご   

いちご（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の2，000倍希釈  

液を3回散布（200L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量注1）は以下のと   

おりであった。  

シメコナゾール：0．22、1．48ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず  

⑱きゆうり  

きゆうり（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2♂％水和剤の4α町拶希   

釈液をβ廊散布（159～218．2、250L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量   

注1）は以下のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  
注2）  

シメコナゾール：0．06、0．08ppm  

代 謝 物 D：く0．02、〈0．02ppm  

代 謝 物 F：く0．02、く0．02ppm   

きゆうり（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2ク％水和剤の4α町傍希  

釈液をタノ野散布（159～218．2、250L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量  

注1）は以下のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われでいない。  
注2）  
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シメコナゾール：0．06、0．11ppm  

代 謝 物 D：〈0．02、く0．02ppm  

代 謝 物 F：く0．02、く0・02ppm  

⑲トマト   

トマト（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2♂％水和剤の4♂αり穿希釈   

液を3厨散布（150L／10a）したところ、散布後1～14日の最大残留量注1）は以下のと   
おりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

シメコナゾール：0．02、0．03ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず   

⑳匝空司  

かぼちや（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2β％水和剤の互♂αり欝希   

釈液を2回散布（200L／10a）したところ、散布後30～45日の最大残留量注1）は以下   
のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

シメコナゾール：〈0．05、く0．05ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず  

⑳ねぎ   

葉ねぎ（茎葉）を用いた作物残留試験（2例）において、2ク％水和剤の4郁軒店希釈   
液を3回散布（150L／10a）したところ、散布後2ノβの最大残留量注1）は以下のとお   
りであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）   

シメコナゾール：く0．02、く0．02ppm   

代 謝 物 D：く0．02、く0．02ppm   

代 謝 物 F：く0．02、く0．02ppm  

根深ねぎ（茎葉）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の4α軒店希  

釈液を3回散布（150L／10a）したところ、散布後2ノβの最大残留量注1）は以下のと  

おりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

シメコナゾール：0．05、く0．02ppm  

代 謝 物 D：く0．02、く0．02ppm  

代 謝 物 F：く0．02、く0．02ppm   

葉ねぎ（茎葉）を用いた作物残留試験（1例）において、1・5％粒剤を3回土寄せ時  
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株元散布（6kg／10a）したところ、散布後14～28日の最大残留量注1）は以下のとおり  

であった。  

シメコナゾール：く0．02ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず   

根深ねぎ（茎葉）を用いた作物残留試験（1例）において、1．5％粒剤を3回土寄せ  

時株元散布（6kg／10a）したところ、散布後14～28日の最大残留量注1）は以下のとお  

りであった。  

シメコナゾール：く0．02ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず  

⑳にんにく  

にんにく（鱗茎）を用いた作物残留試験（2例）において、2♂％水和剤の4α町辟希   

釈液をβノ野散布（300、200L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量注1）は   

以下のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

シメコナゾール：く0．02、く0．02ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず  

⑳だいず  

だいず（乾燥子実）を用いた作物残留試験（2例）において、 20％水和剤の1000倍   

希釈液を2回散布（150L／10a）したところ、散布後14～60日の最大残留量注1）は以   
下のとおりであった。  

シメコナゾール：0．04、0．04ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず   

だいず（乾燥子実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の1000倍  

希釈液を4回散布（150L／10a）したところ、散布後14～60日の最大残留量注1）は以  

下のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

シメコナゾール：0．06、0．13ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず  
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だいず（乾燥子実）を用いた作物残留試験（2例）において、50％水和剤の♂倍希釈  

液を無人ヘリコプターにより計2回散布（0．8L／10a）したところ、散布後14～60日  

の最大残留量注1）は以下のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行  

われていない。注2）  

シメコナゾール：0．01、0．02ppm  

代 謝 物 D： 測定せず  

代 謝 物 F：測定せず  

㊧茶  

茶（荒茶）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の4，000倍希釈液を  

1回散布（200L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量注1）は以下のとおり   

であった。  

シメコナゾール：4．54、1．39ppm  

代 謝 物 D：1．67、0．80ppm  

代 謝 物 F：0．04、0．02ppm   

茶（荒茶）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の4，000倍希釈液を  

2ノ守散布（200L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量注1）は以下のとおり  

であった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

シメコナゾール：4．67、2．50ppm  

代 謝 物 D：1．91、1．42ppm  

代 謝 物 F：0．04、0．02ppm   

茶（浸出液）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の4，000倍希釈液  

を1回散布（200L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量注1）は以下のとお  

りであった。  

シメコナゾール：1．72、0．56ppm  

代 謝 物 D：1．06、0．59ppm  

代 謝 物 F：0．02、く0．02ppm   

茶（浸出液）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の4，000倍希釈液  

を2厨散布（200L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量注1）は以下のとお  

りであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

シメコナゾール：1．80、1．10ppm  

代 謝 物 D：1．10、1．21ppm  

代 謝 物 F：0．03、0．02ppm  
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茶（荒茶）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の2，000倍希釈液を  

1回散布（200L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量注1）は以下のとおり  

であった。  

シメコナゾール：2．5、6．O ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず   

茶（荒茶）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の2，000倍希釈液を  

2厨散布（200L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量注1）は以下のとおり  

であった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

シメコナゾール：4．4、8．2ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず   

茶（浸出液）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の2，000倍希釈液  

を1回散布（200L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量注1）は以下のとお  

りであった。  

シメコナゾール：0．93、2．17ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず   

茶（浸出液）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の2，000倍希釈液  

を2画散布（200L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量注1）は以下のとお  

りであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

シメコナゾール：1．64、2．54ppm  

代 謝 物 D：測定せず  

代 謝 物 F：測定せず  

なお、これらの試験結果の概要については、別紙1を参照。  

注1）最大残留量：当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を  

最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を実施し、それぞ  

れの試験から得られた残留量。  

（参考：平成10年8月7日付「残留農薬基準設定における暴露評価の精密化に関する意見具申」）  

注2）適用範囲内で実施されていない作物残留試験については、適用範囲内で実施されていない  

条件を斜体で示した。  
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7．ADIの評価   

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号の規定に基づき、   

平成20年10月7日付け厚生労働省発食安第1007003号により食品安全委員会   

あて意見を求めたシメコナゾールに係る食品健康影響評価について、 以下のとおり評価   

されている。  

無毒性量：0．85   

（動物種）   

（投与方法）   

（試験の種類）   

（期間）  

安全係数：100  

ADI：0．0085  

mg／kg体重／day  

ラット  

混餌  

慢性毒性／発がん性併合試験  

2年間  

／kg体重／day  

8．諸外国における状況  

JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されていない。諸外国で  

は韓国で登録がなされている。  

9．基準値案  

（1）残留の規制対象  

シメコナゾール本体   

作物残留試験において、シメコナゾールの代謝物である代謝物Dおよび代謝物F  

について分析がおこなわれているが、代謝物Fについては、分析が実施された多く  

において検出限界未満であることから、規制対象として含めないこととした。また、  

代謝物Dについては、一部の作物でシメコナゾールと比較してある程度検出されて  

いるが、その他の作物については検出限界未満であること、食品健康影響評価書に  

おいて、代謝物Fの毒性試験について特に問題となるデータは認められないことか  

ら、規制対象として含めないこととした。   

なお、食品安全委員会よって作成された食品健康影響評価においては、暴露対象物  

質としてシメコナゾー ル（親化合物のみ）と設定されている。  

（2）基準値案  

別紙2のとおりである。  

（3）暴露評価   

各食品について基準値案の上限まで又は作物残留試験成績等のデータから推定される  

量のシメコナゾールが残留していると仮定した場合、国民栄養調査結果に基づき試算さ  
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れる、1日当たり摂取する農薬の量（理論最大1日摂取量（TMDI））のADIに対す  

る比は、以下のとおりである。詳細な暴露評価は別紙3参照。   

なお、本暴露評価は、各食品分類において、加工・調理による残留農薬の増減が全く  

ないとの仮定の下におこなった。  

TMDI／ADI（％）注）   

国民平均   24．5   

幼′j、児（1～6歳）   51．1   

妊婦   22．1   

高齢者（65歳以上）   27．7   

注）TMDI試算は、基準値案×摂取量の総和として計算している。  
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（別紙1）  

シメコナゾール作物残留試験一覧表  

試験条件  最大残留量（ppm）  

農作物  試験 圃場数  【シメコナゾール／代謝物D／代謝物F】  

水稲  
2  1．5％粒剤   

4kg／10a  坐，52，68日  圃場A：〈0．02／く0．02／〈0．02  

散布   
（玄米）  上回           塾，62，78日  圃場B：く0．02／く0．02／〈0．02   
水稲  

2  1．5サム粒剤   
4kg／10a  ご担，52，68日  圃場A：0．12■／0．12／〈0．02（■1回，68日）  
散布   

（稲わら）  上回           坦，62，78日  圃場B：0．30／0．12／く0．02   
水稲  

2  1．鍋粒剤   
4kg／10a  盟，52，68日  圃場A：く0．02／く0．02／く0．02  

散布   
（玄米）  呈回           亘呈，62，78日  圃場B：0．02／〈0．02／く0．02   
水稲  

2  1．5醐駈剤   
4kg／10a  旦旦，52，68日  圃場A＝0．36■／0．26■／0．03■（＊1臥68日）  
散布   

（稲わら）  呈回           旦ま，62，78日  圃場B：0．48／0．26／〈0．02   
水稲  

ロ  1．5％粒剤   
4kg／10a  圃場A：0，02（2回，42日）（＃）   

散布   
2回  42日  

（玄米）  

水稲  
ロ  1．5％粒剤   

4kg／10a  圃場A：0．73（2回，42日）（＃）   

散布   
2回  42日  

（稲わら）  

温州みかん   圃場A：0．02／く0．02／く0．02（＃）   
2  20％水和剤  4000倍散布  3回  21日  

（果肉）  圃場B：〈0．02／く0．02／〈0．02（＃）   

温州みかん   4000倍散布   圃場A：0．08／0．02／〈0．02（＃）   

（果皮）  

2  20％水和剤  500L／10a  3回  21日            圃場B：0，08／0．03／く0．02（＃）   
夏みかん   圃場A：0．06／く0．02／〈0．02は）   

（果実）  2  20％水和剤  4000倍散布  3回  21日        638，700L／10a  圃場B二 0．05／く0．02／〈0．02（＃）   

ゆず   圃場A二 0．02／く0．02／く0．02（＃）   

（果実）  2  20％水和剤  ご1000倍散布  3回  21日         800，500L／10a    開場B二 0．08／く0．02／〈0．02（＃）   
メロン   圃場A：く0．02♯／く0．02－／く0．02■（書3臥7日）（＃）   

2  20％水和剤  4000倍散布  3回  7，14日  
（果実）  圃場B‥〈0．02■／く0．02ソく0．02＊ぐ3回，7日）（射   

メロン   圃場A：〈0．02ソく0．02＊／〈0．02＊（＊5臥7日）（＃）   

2  209も水和剤  4000倍散布  5回  7，14日  
（果実）  圃場B‥〈0．02ソく0．02ソく0．02－（ヰ5臥7日）（＃）   

もも   圃場A‥0．04ソ0．04♯■／0．02亜（◆2臥14日、＊ヰ2回，28日）   

（果肉）  2  20％水和剤  4000倍散布  2回  14，21，28日        400，300L／10a  圃場B：く0．03ソ〈0．03■／く0．02■（♯2臥14日）   

もも   圃場A：0．66ソ0．06■／0．04＊ぐ2軌14日）   

（果皮）  2  20％水和剤  4000倍散布  2回  14，21，28日        400，300L／10a  圃場B＝0．30ソ0．06■ル04■ぐ2回，14日）   

もも   4000倍散布   圃場A：0．04ソ0．04ソ0．04擁（◆3回，14日、＊ヰ3臥21日）   
2  20％水和剤    墨回  14，21，28日  

（果肉）  圃場B：く0．03ソく0．03事／0．02－（■3臥14日）   

もも   圃場A＝0．59ソ0．10■／0．06－（＊3臥14日）   

（果皮）  2  20％水和剤  4000倍散布  呈回  上皇，21，28日        400，300L／10a  囲場B：0．26ソ0．06★／0．05◆（■3臥14日）   

もも   2000倍散布   圃場A：0．16   
2  20％水和剤    呈回  上．7，14日  

（果肉）  圃場B：0．30   

もも   2000倍散布   圃場A：3．73   
2  20％水和剤    呈回  土，7，14日  

（果皮）  圃場B：9．89   

すいか  8，14日  圃場A：く0．02（5回，8日）（＃）  

（果実）   2  20％水和剤   4000倍散布 300，150～200L／10a  5回           7，14日  圃場B：く0．02（5回，7日）（＃）   
りんご  4000信散布  土4，21，30，60日  圃場A：く0．03／く0．03／〈0．02  

（果実）   

2  20％水和剤  700L／10a   上回           上皇，21，30，59日  圃場B：〈0，03／〈0．03／く0．02   
りんご  4000倍散布  上4，21，30，60日  圃場A：0．04／く0．03／く0．02  

（果実）   

2  20％水和剤  700L／10a   呈回           上皇，21，30，59日  圃場B：〈0．03／く0．03／く0．02   
りんご  4000倍散布  上皇，21，30，60日  圃場A：0．04／〈0．03／く0．02  

（果実）   

2  20％水和剤  700L／10a   旦回           上皇，21，30，59日  圃場B＝く0．03／く0．03／く0．02   
りんご   2000倍散布   圃場A：0．14／く0．03／〈0．02   

2  20％水和剤    呈回  ヱ，14，21日  
（果実）  圃場B：0．04／く0．03／〈0．02   
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試験条件  最大残留量（ppm）  

農作物  試験 圃場数  【シメコナゾール／代謝物D／代謝物F】  

なし   圃場A＝く0．03／く0．03／く0．02   

2  20％水和剤  4000倍散布  呈回  上皇，21，28日  
（果実）  

圃場B：0．07／〈0．03／く0．02   

圃場A：0．07／く0．03／く0．02   

（果実）  

なし   

2  20％水和剤  4000倍散布  呈回  142128日        400L／10a   ＿l   圃場B：0．07／0．03／く0．02   

なし   圃場A：0．18   

（果実）  
2  20％水和剤  2000倍散布  呈回  ヱ，14，21日        400，350L／10a  圃場B：0．06   

かき   圃場A：く0．03＊／く0．03ソ〈0．02∵4臥21日）（＃）   

（果実）  
2  20％水和剤  4000倍散布  4回  21日        350，435L／10a  圃場B‥0．06＊／く0．03ソく0．02■ぐ4回，21日）（＃）   

うめ   圃場A：0．50   

2  20％水和剤  2000倍散布  呈回  ム3，7日  
（果実）  

圃場B：0．39   

ネクタリン   圃場A：0．14   

（果実）  
2  20％水和剤  2000倍散布  呈回  ヱ，14日        270，400L／10a  圃場B：0．03   

すもも   圃場A＝く0．05   

（果実）  
2  20％水和剤  2000倍散布  呈回  ム3，7日        500，400L／10a  圃場B：く0．05   

圃場A：0．40   

あんず  2  20％水和剤  2000倍散布  呈回  13 7日    （果実）    400L／10a   ＿■ ‾l   圃場B：0．28   

おうとう   圃場A：1．13   

（果実）  
2  20％水和剤  2000倍散布  呈回  13 714日        625，400L／10a   ＿＿＿l l I   圃場B：0．61   

ぶどう   4000倍散布   圃場A：0．8＊（■3回，28日）（＃）   

（果実）  2  20％水和剤  3回  28日  

いちご   圃場A：0．22   

2  20％水和剤  2000倍散布  旦回  13 7日  
（果実）  

圃場B：1．48   

きゆうり   圃場A：0．06＊／く0．02ソく0．02●（★3臥1日）（＃）   

（果実）  
2  20％水和剤  4000倍散布  3回  1，3，7日        159～21臥2，250L／10a  圃場B：0．08ソく0．02ソく0．02●（＊3回，1日）（＃）   

きゆうり   圃場A：0．06ソく0．02－／く0．02■（■5回，1日）（障）   

（果実）  2  20％水和剤  4000倍散布  5匝Ⅰ  1，3，7日        159～218．2，250L／10a  圃場B：0．11♯／く0．02ソく0．02■（■5回，1日）（＃）   

トマト   圃場A：0．02（3回，1日）（＃）   

（果実）  2  20％水和剤  4000倍散布  3回  1，7，14日        150L／10a  圃場B：0．03（3回，1日）（＃）   

圃場A：く0．05（2回，30日）（＃）   

かぼちや  2  20％水和剤  5000倍散布  2回  30，45日    （果実）    200L／10a  圃場B：く0．05（2回，30日）（＃）   

圃場A：く0．02♯／く0．02－／〈0．02●（●3臥21日）（＃）   

葉ねぎ  2  20％水和剤  4000倍散布  3回  21日    （茎葉）    150L／10a  圃場B：く0．02■／〈0．02ソく0．02■（■3軌21日）（＃）   

圃場A：0．05ソく0．02ソく0．02■（■3臥21日）（＃）   

根深ねぎ  2  20％水和剤  4000倍散布  3回  21日    （茎葉）    150L／10a  圃場B：く0．02ソく0．02■／〈0．02■（＊3回，21日）（＃）   

兼ねぎ  6kg／10a  圃場A：く0．02   

ロ  1．5％粒剤    土寄せ時株元処理  呈回  上皇，21，28日  
（茎葉）  

根深ねぎ  6kg／10a  圃場A：く0．02   

（茎葉）   

ロ  1．5％粒剤    土寄せ時株元処理  呈回  上皇，21，28日  

にんにく   圃場A：く0．02（3回，7日）（＃）   

（鱗茎）  2  20％水和剤  4000倍散布  3回  7，14，21日        300，200L／10a  圃場B：く0．02（3回，7日）（＃）   

だいず   圃場A：0．04（2回，30日）   

2  2（喘水和剤  1000倍散布  2回  143060日  
（乾燥子実）  圃場B：0．04（2回，30日）   

だいず   圃場A：0．06（4回，30日）（＃）   
2  20％水和剤  1000倍散布  4回  14，30，60日  

（乾燥子実）  圃場B：0．13（4回，30日）（＃）   

だいず   8倍散布   上皇，29，59日  圃場A：0．01（2回，29日）   

（乾燥子実）  
2  50％水和剤  0．8L／10a  呈回             適，30，60日  圃場B：0．02（2回，30日）   
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最大残留量（ppm）  
農作物  試験 圃場数  試験条件  【シメコナゾール／代謝物D／代謝物F】  

茶   圃場A：4．54／1．67／0．04   

2  20％水和剤  4000倍散布  上回  ヱ，14，21日  
（荒茶）  圃場B：1．39／0．80／0．02   

茶   圃場A：1．72／1．06／0．02   
2  20％水和剤  4000倍散布  上回  ヱ，14，21日  

（浸出液）  開場B＝0．56／0．59★／く0．OZ（■2軌14日）   

茶   圃場A‥4．67ソ1．91ソ0．04＊（＊2回，7日）（＃）   

（荒茶）  2  20％水和剤  4000倍散布  2回  7，14，21日        200L／10a  圃場B二2．50ソ1．42■／0．02■（■2回，7日）（‡）   

茶   圃場A：1．80＊／1．10★／0．03■（■2回，7日）（＃）   

（浸出液）  2  20％水和剤  4000倍散布  2回  7，14，21日        200L／10a  圃場B：1．10■／L21－／0．02書（＊2回，7日）（＃）   

茶   2000倍散布   圃場A：2．5   

2  20％水和剤  200L／10a  上回  ヱ，14，21日  
（：荒茶）  圃場B：6．0   

茶   2000倍散布   圃場A：0．93   

2  20％水和剤  200L／10a  1回  ヱ，14，21日  
（浸出液）  圃場B：2．17   

茶   圃場A：4．4（2回，7日）（＃）   

（こ荒茶）  
2  20％水和剤  2000倍散布   2回  7，14，21日  

圃場B：8．2（2回，7日）（＃）   

茶   圃場A：1．64（2回，7日）（錬）   

2  20％水和剤  2000倍散布   2回  7，14．21日  
（浸出液）  圃場B：2．54（2回，7日）（＃）   

最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付している。  

（＃） これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  
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（別紙2）  シメコナゾール   農薬名  

参考基準値  

基準値  外国  作物残留試験成績   

農産物名  案  現行  基準値  
ppm   ppm   ppm  ppm   ppm  

く0．02，〈0．02／く0．02，   

米   0．1   0．1  ○  0．02／0．02   

0．04，0．04／0．06（軋  

大豆   0．2   0．2  ○  0．13（＃）／0．01，0．02   

く0．02（軌く0．02（＃）／  
く0．02（菓ねぎ） 

0．05（軋く0．02（＃）／〈0．02  

ねぎ   0．2   0．2  ○  （根深ねぎ）  

0．1  0．1  ○     く0．02（札く0．02（‡）   
0．2  ○  0．2  トマト  0．02（軌0．03（＃）   

0．06（＃），仇08（＃）／  

きゆうり   0．3   0．3  0．06（＃）．0．11（＃）   

申  かぼちや   0．2  く0．05（＃），〈0．05（＃）   

0．1   すいか   0．1  く0．02（軋〈0．02（＃）  
〈OD2（＃）〈002（＃）／   

メロン類果実   0．1   0．1  ○  〈0．02（軌〈0．02（＃）   

みかん   0．1   0－1  ○  0．02（軌く0．02（＃）   

0．3  ○  なっみかんの果実全体   0．3  0．06（＃），0．05（＃）   

0．3   0．3  ○  レモン■  （なつみかん、ゆず参照）   

0．3   0．3  ○  オレンジ（ネーブルオレンジを含む）  （なつみかん、ゆず参照）   

0．3   0．3  ○  グレープフルーツ  （なっみかん、ゆず参照）   

0．3   0．3  ○  ライム  （なつみかん、ゆず参照）   

その他のかんきつ類果実   0．3   0．3  ○  0．02（＃），0．08（＃）（ゆず）   

く0．03，く0．03／0．04．  
く0．03／0．04，く0．03／  

りんご   0．5   0．5  ○  0．14，0．04  

く003007／007007   

日本なし   0．5   0．5  ○  ／0．18．0．06   

0．5  ○  西洋なし   0．5  （日本なし参照）   

0．04，く0．03／0．04，  
く0．03／0．16，0．30（果   

肉）  

0．66，0．30／0．59，0．26／  

もも   0．7   0．7  ○  3．73，9．89（果皮）   

0．5  0．5  ネクタリン  0．14．0．03   

ロ  あんず（アプリコットを含む）  0．40．0．28   

0．3  すもも（プルーンを含む）  0．3  く0．05，〈0．05  

申  うめ  0．50，0．39   

3   墨うとう堪二塁全塑i 3  ▼＿＿‥〟「▼一  
1．13，0．61  

3   3  ○  いちご  0．22，1．48   

0．2  ○  ぶどう  0．2  0．8（＃），く0．02（＃）  

かき                 0．2  0．2  ○  く0．03（軋仇06（＃）   

4．54，1．39／4月7（＃），  
2．50（＃）／2．5，6．0／  
4．4（軌8．2（＃）（荒茶）  
1，72，0．56／1．80（軌  
1．10（＃）／0．93，2．17／  

茶   阜二旦空蝉⊥2・54（＃）（浸出液）  10  10  ○  

0．08（軌0．08（＃）（みかん  

その他のスパイス   0．3   0．3  ○  の果皮）  

0．02   0．02  魚介類  
ノ  

（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  

ー22－   



（別紙3）  

シメコナゾール推定摂取量（単位：〃g／人／day）  

食品群   
基準値案 （ppm）  国民平均 TMDI  幼小児 （1～6歳）  

TⅦ）Ⅰ   

18．5  米  0．1  
大豆  0．2  

1．6  ねぎ（リーキを含む）  0．2  
にんにく   0．1  0 0  

4 9  トマト  0．2  
2．5   3．0  きゆうり（ガーキンを含む）  0．3  

かぼちや（スカッシュを含む）   0．2  1．2   1．4  

O. 0i すいか  01       0 0  
0．1  0．01  メロン類果実  

4．6  みかん  0．1  
なっみかんの果実全体   0．3  0．0   0．0  
レモン／   0 3  01   01  
オレンジ（ネーブルオレンジを含む）   0．3  0．2   0．2  
グレープフルーツ   0．3  0．1   0．6  

ライム   0．3  O. Oi 0 0  
0．3  0．0  その他のかんきつ類果実      0．0  

高齢者及び妊婦については水産物の摂取量データがないため、国民平均の摂取量を参考とした。  
TMDI：理論最大1日摂取量（TheoreticalMaximum DailyIntake）  
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（参考）  

これまでの経緯  

初回農薬登録  

残留農薬基準告示  

厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に  

係る食品健康影響評価について要請  

食品安全委員会（要項事項説明）  

第4回農薬専門調査会確認評価第三部会  

農林水産省から厚生労働省へ魚介類に係る残留基準設定依頼  

厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に  

係る食品健康影響評価について追加要請  

食品安全委員会（要請事項説明）  

第20回農薬専門調査会幹事会  

食品安全委員会における食品健康評価（案）の公表  

薬事・食品衛生審議会へ諮問  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会  

食品安全委員会（報告）  

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康評価に  

ついて通知  

薬事・食品衛生審議会から答申  

残留農薬基準告示  

平成13年10月12日  
平成17年11月29日  

平成19年 2月 5日  

平成19年 2月 8日  

平成19年 5月28日  
平成19年 6月 1日  

平成19年 6月 5日  

平成19年 6月 7日  
平成19年 6月20日  
平成19年 6月28日  
平成19年 6月28日  
平成19年 7月 3日  
平成19年 8月 6日  
平成19年 8月23日  
平成19年 8月23日  

平成19年11月26日  
平成19年12月28日  

平成20年 9月 3日 農林水産省より厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準  

設定依頼（適用拡大：かぼちや及びうめ）  

平成20年10月 7日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に  

係る食品健康影響評価について要請  

食品安全委員会（要請事項説明）  

第46回農薬専門調査会幹事会  

食品安全委員会（報告）  

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康評価に  

ついて通知  

薬事・食品衛生審議会へ諮問  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

平成20年10月 9日  

平成20年12月 9日  

平成21年 3月12日  

平成21年 3月12日  

平成21年 7月22日  
平成21年 7月24日  
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●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

［委員］   

東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授  

北里大学北里生命科学研究所病原微生物分子疫学研究室教授  

国立医薬品食品衛生研究所副所長  

東京大学大学院農学生命科学研究科教授  

財団法人残留農薬研究所理事  

星薬科大学薬品分析化学教室准教授  

元国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長  

元農業技術研究機構中央農業総合研究センター虫害防除部長  

実践女子大学生活科学部食生活科学科教授  

国立医薬品食品衛生研究所食品部長  

日本生活協同組合連合会組織推進本部本部長  

東北大学大学院薬学研究科医療薬学講座薬物動態学分野教授  

青森県立保健大学健康科学部栄養学科教授  

国立健康・栄養研究所栄養疫学プログラム国民健康・栄養調査プロ  

ジェクトリーダー  

大阪市立大学大学院医学研究科都市環境病理学教授  

青木 宙   

生方 公子  

○大野 泰雄   

尾崎 博   

加藤 保博   

斉藤 貢一   

佐々木 久美子   

志賀 正和   

豊田 正武   

松田 りえ子   

山内 明子   

山添 康   

吉池 信男   

由田 克士  

鰐渕 英機  

（○：部会長）  
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答申（案）  

シメコナゾール   

残留基準値  
食品名  

DDm   

米   0．1   

大豆   0．2   

ねぎ  0．2  

にんにく  0．1   

トマト   0．2   

きゆうり   0．3   

かぼちや   0．2   

すいか   0．1   

メロン類果実   0．1   

みかん   0．1   

なっみかんの果実全体   0．3   

レモン′   0．3   

オレンジ（ネーブルオレンジを含む）   0．3   

グレープフルーツ   0．3   

ライム   0．3   

その他のかんきつ類果実（注1）   0．3   

りんご   0．5   

日本なし   0．5   

西洋なし   旦卓   
一＿   

もも‾‾   0．7   

ネクタリン   0．5   

あんず（アプリコットを含む）   

すもも（プルーンを含む）  0．3  

うめ  

おうとう（チェリーを含む）   3   

いちご   3   

ぶどう   0．2   

かき   0．2   

茶   10   

その他のスパイス（注2）   0．3   

魚介類   0．02   

（注1）「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実  
のうち、みかん、なっみかん、なっみかんの外果皮、なっ  
みかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルー  
ツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。  

（注2）「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさ  
び、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しよう  
が、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごま  
の種子以外のものをいう。  
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く審議の経緯＞  

一第1版関係一  

2003年11月  6日農林水産省より厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基  

準設定依頼（新規：りんご、なし及びはくさい）  

17日厚生労働大臣より残留基準設定に係る食品健康影響評価に  

ついて要請（厚生労働省発食安第1117003号）、関係書類  

の接受（参照1～65）  

27日第21回食品安全委員会（要請事項説明）（参照66）  

14日第5回農薬専門調査会（参照67）  

28日 追加資料受理（参照68）  

9日第12回農薬専門調査会（参照69）  

29日追加資料受理（参照70、71）  

6日第32回農薬専門調査会（参照72）  

18日第107回食品安全委員会（報告）  

18日 より9月14日 国民からの御意見・情報の募集  

21日農薬専門調査会座長より食品安全委員会委員長へ報告  

22日第112回食品安全委員会（報告）  

（同日付け厚生労働大臣へ通知）（参照73）  

25日残留農薬基準告示（参照74）  

25日初回農薬登録  
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2006年 8月  

2006年 r9月  

一第2版関係－  

2008年10月  24日農林水産省より厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基  

準設定依頼（適用拡大▼：かき、うめ及びすもも）  

9日厚生労働大臣より残留基準設定に係る食品健康影響評価に  

ついて要請（厚生労働省発食安第1209002号）、  

関係書類の接受（参照75～79）  

11日第266回食品安全委員会（要請事項説明）（参照80）  

24日第48回農薬専門調査会幹妻会（参照81）  

17日農薬専門調査会座長より食品安全委員会委員長へ報告  

19日第278．回食品安全委員会（報告）  

（同日付け厚生労働大臣へ通知）  

2008年12月  

2008年12月  

2009年 2月  

2009年 3月  

2009年 3月  
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＜食品安全委員会委員名簿＞  

（2006年6月30日まで）  

寺田雅昭（委員長）  

寺尾允男（委員長代理）  

小泉直子  

坂本元子  

中村靖彦  

本間清一  

見上 彪  

（2006年12月20日まで）  

寺田雅昭（委員長）  

見上 彪（委員長代理）  

小泉直子  

長尾 拓  

野村一正  

畑江敬子  

本間清一  

（2006年12月21日から）  

見上 彪（委員長）  

小泉直子（委員長代理☆）  

長尾 拓  

野村一正  

畑江敬子  

贋瀬雅雄☆☆  

本間清一  

☆：2007年2月1日から  

☆★：2007年4月1日から  

＜食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿＞  

（2006年3月31日まで）  

鈴木勝士（座長）  

鹿瀬雅雄（座長代理）  

石井康雄  

江馬 眞  

太田敏博  

小澤正吾  

高木篤也  

武田明治  

津田修治☆  

津田洋幸  

出川雅邦  

長尾哲二  

林  真  

平塚 明  

吉田 緑   

☆：2005年10月1日から  

（2007年3月31日まで）   

鈴木勝士（座長）   

廣瀬雅雄（座長代理）   

赤池昭紀   

石井康雄   

泉 啓介   

上路雅子   

臼井健二   

江馬 眞   

大澤貫寿   

太田敏博   

大谷 浩   

小澤正吾   

小林裕子  

三枝順三  

佐々木有  

高木篤也  

玉井郁巳  

田村魔人  

津田修治  

津田洋幸  

出川雅邦  

長尾哲二  

中澤憲一  

納屋聖人  

成瀬一郎  

布柴達男  

根岸友書  

林  真  

平塚 明  

藤本成明  

細川正清  

松本清司  

柳井徳磨  

山崎浩史  

山手丈至  

輿語靖洋  

吉田 緑  

（2008年3月31日まで）   

鈴木勝士（座長）   

林  真（座長代理☆）  

佐々木有  

代田眞理子柚☆☆  
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藤本成明  

細川正清  

松本清司  

柳井徳磨  

山崎浩史  

山手丈至  

輿語靖洋  

吉田 緑  

若栗 忍   

☆：2007年4月11日から   

☆☆：2007年4月25日から  

丈柚：2007年6月30日まで  

☆抽☆：2007年7月1日から  

高木篤也  

玉井郁巳  

田村慶人  

津田修治  

津田洋幸  

出川雅邦  

長尾哲二  

中澤憲一  

納屋聖人  

成瀬一郎☆☆☆  

西川秋佳☆☆  

布柴達男  

赤池昭紀  

石井康雄  

泉 啓介  

上路雅子  

臼井健二  

江馬 眞  

大澤貫寿  

太田敏博  

大谷 浩  

小澤正吾  

小林裕子  

三枝順三  

（2008年4月1日から）   

鈴木勝士（座長）   

林  真（座長代理）   

相磯成敏   

赤池昭紀   

石井康雄   

泉 啓介   

今井田克己   

上路雅子   

白井健二   

太田敏博   

大谷 浩   

小澤正吾   

川合是彰   

小林裕子  

根本信雄  

平塚 明  

藤本成明  

細川正晴  

堀本政夫  

松本清司  

本間正充  

柳井徳磨  

山崎浩史  
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要 約   

ストロビルリン系殺菌剤である「ピラクロストロビン」（CAS No．175013－18－0）に  

ついて、各種試験成績を用いて食品健康影響評価を実施した。   

評価に供した試験成績は、動物体内運命（ラット）、植物体内運命（ぶどう、ばれい  

しょ、小麦及びはくさい）、土壌中運命、水中運命、土壌残留、作物残留、急性毒性（ラッ  

ト及びマウス）、亜急性毒性（ラット、マウス及びイヌ）、慢性毒性（ラット及びイヌ）、  

発がん性（ラット及びマウス）、2世代繁殖（ラット）、発生毒性（ラット及びウサギ）、  

遺伝毒性試験等である。   

各種毒性試験結果から、ピラクロストロビン殺与による影響は主に血液及び十二指腸に認  

められた。神経毒性、発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められな  

かった。   

各試験で得られた無毒性量の最小値は、ラットを用いた2年間慢性毒性試験及び2年  

間発がん性試験の3．4mg／kg体重／日であったことから、これを根拠として、安全係数  

100で除した0．034mg／kg体重／日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。  
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Ⅰ．評価対象農薬の概要  

1．用途  

殺菌剤  

2．有効成分の一般名  

和名：ピラクセストロビン  

英名：PyraClostrobin（ISO名）・  

3．化学名   

IWAC  

和名：メチル〃（2－［1・仕クロロフェニノけ1月ニピラゾー／レ3－  

イルオキシメチノりフェニ／り（ノVメトキミうカルバマー ト  

英名：methylN（2－［1－（4－Chlorophepyl）－1Hpyrazol－3－  

yloxymethyl］phenyl）（Nmethoxy）carbamate  

CAS（No．175013・18・0）  

和名：メチル［2－【【【1・（4・クロロフェニノけ1茸ピラゾールー3イル］オキシ］  

メチル］フェニル】メトキシカルバマー ト  

英名：methyl［2－［【【1－（4・Chlorophenyl）－1Hpyrazol－3－yl】oxy］  

methyl】phenyl］methoxycarbamate  

5．分子量  

387．8  

4．分子式  

C19H18CIN304  

6．構造式  

三三二  
三一一三  

7．開発の経緯   

ピラクロストロビンは1993年にBASF社により開発されたストロビルリン系殺菌   

剤であり、ミトコンドリア内のチトクローム電子伝達系阻害による呼吸阻害により、   

殺菌活性を示す。   

諸外国ではスイス、ドイツ、イギリス、米国、フランス等で登録されている。  

ピラクロストロビンは、2006年9月に初回登録され、今回BASFアグロ株式会社   

より農薬取締法に基づく農薬登録申請（適用拡大：かき、うめ及びすもも）がなされ   

ている。  
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Ⅱ．安全性に係る試験の概要   

各種運命試験（Ⅱ．1～4）は、ピラクロストロビンのトリル環部分の炭素を均一に  

14Cで標識したもの（［toト14C］ピラクロストロビン）及びクロロフェニル基の炭素を均  

一に14Cで標識したもの（［c山一14C】ピラクロストロビン）を用いて実施された。放射  

能濃度及び代謝物濃度は特に断りがない場合はピラクロストロビンに換算した。代謝  

物／分解物略称及び検査値等略称は別紙1及び2に示されている。   

1，動物体内運命試験  

（1）吸収   

（む吸収率  

胆汁中排泄試験［1．（4）②］で得られた胆汁中排泄率及び排泄試験［1．（4）①］で得ら   

れた尿中排泄率の合計より、吸収率は5mg／kg体重（以下、［1．］において「低用量」   

という。）投与群で47．1～50．3％、50mg／kg体重（以下、［1．］において「高用量」   

という。）投与群で45．3～51．3％と推定された。（参照2）  

②血中濃度推移  

Wistarラット（一群雌雄各4匹）に、［tol－14C］ピラクロストロビンを低用量また   

は高用量で単回経口投与し、血中濃度推移について検討された。  

血祭中放射能濃度推移は表1に示されている。（参照2）  

表1血祭中放射能濃度推移  

投与量（mg／kg体重）   5  50   

性別   雄   雌   雄   雌   

Tmax（時間）   8．0   0．5   8．0   0．5   

Cm。X（ドg／g）   0．46   0．54   2．04   2．62   

Tl／2 （時間）   37．4   31．6   20．7   19．7   

（2）分布  

Wistarラット（一群雌雄各12匹）に、［tol－14C］ピラクロストロビンを、低用量   

または高用量で単回経口投与し、体内分布試験が実施された。なお、投与120時間   

後の試料については、排泄試験［1．（4）①］で得られた組織が用いられた。  

主要組織における残留放射能濃度は表2に示されている。  

各組織とも消失は速やかであり、投与120時間後の組織内濃度は、低用量群では   

0・1ドg／g以下、高用量群では1．0膵／g以下であった。（参照2）  
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表2 主要組織における残留放射能濃度（い〟g）  

投与量  
性別   Tmax付近☆   投与120時間後   

（mg耽g体重）  

胃（10．3）、腸管（7．65）、肝臓（2．58）、甲状腺（1．09）、   
雄  

腎臓（1．07）、血祭（0．84）  すべての組織で  
5  

腸管（7．35）、胃（4．76）、肝臓（2．02）、腎臓（0．73）、  0．1以下  
雌  

血祭（0．50）   

胃（207）、腸管（19．7）、肝臓（5．2）、甲状腺（4．7）、腎臓   
雄  

すべての組織で  
50  

胃（337）、腸管（41．6）、肝臓（9．5）、腎臓（3．3）、  1．0以下  
雌  

脂肪（2．6）、卵巣（2．5）、副腎（2．2）、血祭（2．1）   

注）☆：低用量群：投与8時間後、高用量群：投与24時間後（雌における2回目のピーク時）  

（3）代謝物同定・定量  

Wistarラット（一群雌雄各4～10匹）に、［tol－14C］ピラクロストロビンを低用量   

または高用量で単回経口投与あるいは反復経口投与（非標識体を14日間高用量反   

復投与後、15日目に［tolt14C】ピラクロストロビンを低用量単回投与） 

尿及び糞、［chl－14C］ピラクロストロビンを高用量で単回経口投与して得られた尿及   

び糞、胆管カニューレを挿入したWistarラット（一群雌雄各4「－8匹）に［tol－14C］   

ピラクロストロビンを低用量で単回経口投与して得られた胆汁、［tol－14C】ピラクロ   

ストロビンまたは［cl止14C］ピラクロストロビンを低用量または高用量で単回経口投   

与して得られた血祭、肝臓及び腎臓を試料として、代謝物同定・定量試験が実施さ   

れた。  

尿、糞、胆汁、血衆及び各組織中の代謝物は表3に示されている。  

代謝物は抱合体も含め全部で33種類が同定された。尿中では未変化体は検出さ   

れなかった。  

ピラクロストロビンのラットにおける主要代謝経路は、トリル環カーバメート側   

鎖のル脱メトキシ化と、それに続くピラゾール環またはクロロフェニル基の水酸   

化、あるいはエーテル結合の開裂と、それに続く開裂化合物の酸化であると考えら   

れた。また、これらの代謝経路及び水酸基のグルクロン酸または硫酸抱合化により、   

多くの代謝物が生成するものと考えられた。（参照3）  

表3 尿、糞、胆汁、血渠及び各組織中の代謝物（％TAR）  

標識体  投与量  代謝物   
投与法   （mg／kg体重）   

kol－14C】   M22（1．4）、M24（1．3）、   

ピラクロ  5   雄  尿  MO6＋M18＋M19（1．1）、M25（1．0）、   

ストロビン  M40＋M48（0．3）、M51（0．15）  



標識体  投与量  
代謝物   

投与法   （mg／kg体重）   

糞   8．4☆   MO8（36．4）、M45（8．1）、M44（2．4）  

MO6＋M18＋M19（2．3）、M24（1．23）、  

尿  M22（1．1）、M25（0．54）、M40＋M48（0．17）、  
雌  

M51（0．17）  

糞   6．7☆   MO8（27．5）、M45（5．3）、M44（1．0）  

M24（1．1）、MO6＋M18＋M19（1．1）、  

尿  M22（0．77）、M25（0．75）、M51（0．35）、  
雄  

M40＋M48（0．13）  

糞   5．8☆   MO8（31．刃、M45（3．3）、M44（1．弟  
50  

M24（1．2）、MO6＋M18＋M19（0．96）、  

尿  M22（0．79）、M51（0．44）、M40＋M48（0．31）、  
雌  

M25（0．21）  

糞   3．1☆   MO8（47．9）、M45（6．8）、M44（2．2）   

M24（2．7）、M22（1．9）、  

尿  MO6十M18＋M19（1．2）、M25（0．83）、  
雄  

【tol－14C］  
M51（0．38）、M40＋M48（0．23）  

ピラクロ  糞   7．4央   MO8（32．2）、M45（6．4）、M44（1．5）  
50／5☆☆  

ストロビン  M24（2．8）、MO6＋M18＋M19（1．4）、   

反復経口投与  尿  M22（1・2）、M25（0・58）、叩51（0・18）、  
雌  

M40＋M48（0．06）  

糞   5．5☆   MO8（39．7）、M45（8．2）、M44（1．8）   

MO3＋MO5（3．7）、MO4＋M52（1．1）、  
尿  

雄  MO6＋MO8＋M13＋M18（0．83）  
［chl－14C］  

糞   5．7☆   MO8（43．8）、M45（4．2）、M44（2．9）  
ピラクロ  

50  MO4＋M52（1．2）、MO3十MO5（1．2）、  
ストロビン  尿  

MO6＋MO8＋M13＋M18（0．59）  
単回経口投与  雌  

MO8（54．8）、M45（4．1）、M44（1．8）、  
糞   5．7☆  

M21（0．54）   

［tol・14C】   M46（21．7）、MO6＋M31（5．6）、M30（2．9）、   

ピラクロ  雄  M22（2．3）、M34（1．7）、M29（0．9）、M15（0．6）、   

ストロビン  5  M18＋M37（0，4）  

単回経口投与  M46（21．2）、MO6＋M31（5．0）、M29（1．9）、  
雌   

M34（1．4）、M30（1．0）、M22（0．7）、M15（0．6）   
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標識体  投与量  代謝物  
投与法   （mg／kg体重）   

M46（19．8）、MO6＋M31（2．6）、M30（2．4）、  

雄  M22（2．4）、M15（2．0）、M35（1．3）、M34（0．9）、  

50  M18＋M37（0．8）、M由（0．7）、M19（0．3）  

M46（25．6）、M30（2．5）、MO6＋M31（2．4）、  
雌  

M15（1．2）、M22（1．1）、M29（0．5）   

肝臓   0．38  MO6（0．17）、M46（0．15）  

雄           腎臓   0．04  

血祭  ＜0．01  MO6、M15、M46（いずれも＜0，01）  
5  

肝臓   0．23  M46（0．15）、MO6（0．12）  

［tol－14C】  雌           腎臓   0．03  

ピラクロ  血衆  ＜0．01  MO6、M15、M46（いずれも＜0．01）  

ストロビン  肝臓   0．35  M46（0．18）、MO6（0．10）  

単回経口投与  雄           腎臓   0．02  

血祭  ＜0．01  MO6、M15、M46（いずれも＜0．01）  
50  

肝臓   0．12   M46（0．13）、MO6（0．08）  

雌           腎臓   0．02  

血祭  ＜0．01  MO6、M15、M46（いずれも＜0．01）   

肝臓   0．16  MO6（0．08）、M46（0．07）  

雄           腎臓   0．02  

血祭  MO6（0．01）、M46（0，01）  
5  

肝臓   0．07  M46（0．13）、MO6（0．06）  

【chト14C】  雌           腎臓   0．02  

ピラクロ  血祭  MO6（0．02）、M46（0．02）  

ストロビン  肝臓   0．18  M46（0．12）、MO6（0．09）  

単回経口投与  雄           腎臓   0．01  

血祭  M46（0．02）、MO6（＜0．01）  
50  

肝臓   0．10  M46（0．10）、MO6（0．06）  

雌           腎臓  と0．01  

血祭  MO6、M4白（いずれもと0．01）   

注）－：検出されず  

☆：親化合物とMO7の合計   

☆☆：非標識体を高用量で14日間反復経口投与後、15日目に標識体を低用量単回経口投与した。  
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（4）排ラ世   

①尿及び集中排泄  

Wistarラット（一群雌雄各4匹）に、［tol－14C］ピラクロストロビンを低用量また   

は高用量で単回経口投与あるいは反復経口投与（非標識体を14日間高用量反復投   

与後、15日目に［tol－14C］ピラクロストロビンを低用量単回投与）し、また、【chl－14C］   

ピラクロストロビンを高用量で単回経口投与して、排泄試験が実施された。  

投与後120時間の尿及び糞中排泄率は、表4に示されている。  

いずれの投与群も、標識体投与後48時間に、尿及び糞中に総投与放射能（TAR）   

の82．5～103％（総排泄量の90．8～98．9％）が排泄された。主要排泄経路は糞中で   

あり、呼気中排泄は認められなかった。  

反復投与群では、単回経口投与時と同様の排泄パターンであったことから、反復   

投与による動物体内への蓄積はないことが示唆された。（参照2）  

表4 尿及び糞中排泄率（％TAR）  

【chl－14C］ピラクロ  

標識体  ［tol－14Clピラクロストロビン  
ストロビン   

投与法  単回経口  反復経口  単回経口   

投与量（mg／kg体重）  5  50  50／5☆  50   

性別  雄   雌   雄   雌   雄   雌   雄   雌   

投与後  尿   12．6   11．3   14．5   10．8   13．8   12．3   16．0   11‥5  

120時  糞   92．0  83．7  81．3  89．9  92．9  93．7   74．3   89．0  

間  計   105   95．0  95．8  101   107   106   90．3  101   

注）★：非標識体を高用量で14日間反復経口投与後、15日目に［tol－14C］ピラクロストロビンを  

低用量単回経口投与した。  

②胆汁中排泄   

胆管カニューレを挿入したWistarラット（一群雌雄各4匹）に、［tol－14C］ピラク  

ロストロビンを低用量または高用量で単回経口投与しJ胆汁中排音世試験が実施され  

た。   

投与後48時間の胆汁中排泄率は表5に示されている。（参照3）  

表5 投与後48時間の胆汁中排泄率（％TAR）  

投与量（mg此g体重）   5  50   

性別   雄   雌   雄   雌   

胆汁中排泄率   36，8   37．7   34，5   35．8   
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2．植物体内運命試験  

（1）ぶどう   

［tol－14C］ピラクロストロビンまたは［chl－14C］ピラクロストロビンを、ぶどう（品   

種：Mueller－Thurgau）の生育期間中の5～8月に、16～19日間隔で6回、計1，500   

ga〟haで果実周辺に散布し、最終散布日の40日後に採取した果実及び菓を試料と  

して、植物体内運命試験が実施された。  

ぶどう試料中放射能分布及び代謝物は表6に示されている。  

ぶどうにおける主要代謝経路は、トリル環カーバメート側鎖のル脱メトキシ化   

と、それに続くトリル環のメトキシ化、ピラゾール環へのグルコシル化、次いでト   

リル部位からの開裂、シラビオース抱合体の形成であると考えられた。（参照4、   

67）  

表6 ぶどう試料中放射能分布及び代謝物  

標識体  【tol－14C］ピラクロストロビン   ［bhl－14C】ピラクロストロビン   

試料  果実   葉   果実   菓   

総残留  
mg此g   1．56   40．3   0．95   49．7   

放射能  

拙上画分   mg／kg   1．31   28．9   0．84   28．3   

執ヒ合物   ワ脚   55．7  

MO7   ％TRR☆   11．0  

M54   ％TRR☆   2．9  

M55   ％TRR☆  

M56   ％TRR☆   3．1  

未抽出残溶  mg耽g   0．25   12．4   0．12   11．7   

注） －：検出されず 斜線：分析せず  

★：果実における総残留放射能（TRR、抽出物及び未抽出残法の合計）を100％としたときの存在比率  

（2）ぱれいしょ   

［tol－14C】ピラクロストロビンまたは【cI止14C］ピラクロストロビンを、ばれいしょ   

（品種：quarta）に主茎伸長期から6～10日間隔で6回、各回300gauhaで植物   

体に散布後、3回目散布7日後（未成熟期）及び最終散布7日後（成熟期）に採取   

した茎葉、塊茎及び根部を試料として、植物体内運命試験が実施された。  

ばれいしょ試料中放射能分布は表7に示されている。成熟期の塊茎の放射能濃度   

が0．04～0．05mg／kgであったことから、ばれいしょに散布されたピラクロストロ   

ビンはばれいしょの菓に残留し、塊茎にほとんど移行しないと考えられた。  
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表7 ばれいしょ試料中放射能分布（mg／kg）  

標識体   ［tol－14C］ピラクロストロビン  ［chl－14C】ピラクロストロビン   

試料   茎葉   塊茎   根部   茎葉   塊茎   根部   

未成熟期   12．7   α01   0．21   24．0   0．01   0．45   

成熟期   58，3   0．05   0．68   68．8   0．04   0．99  

茎葉から抽出された放射性物質のうち、親化合物は試料採取時期にかかわらず  

55．1～65．2％TRRであった。主要代謝物はMO7で、未成熟期で16．1～16．2％TRR、  

成熟期で20．8～21．4％TRR存在した。その他に、［tol－14C］ピラクロストロビン散布  

区ではM54及びM68（0．6～1．8％TRR）、［chl－14C］ピラクロストロビン散布区では  

MO4、M54、M68及びM79（0．1～6．2％TRR）が検出された。   

塊茎から抽出された放射性物質のうち、親化合物は、［tol－14C】ピラクロストロビ  

ン散布区では未成熟期で2．5％TRR、成熟期には検出されなかったが、［chl－14C］ピラ  

クロストロビン散布区では未成熟期及び成熟期でそれぞれ21．0及び29．4％TRR存  

在した。主要代謝物は［tol－14C］ピラクロストロビン散布区ではM72（未成熟期及び  

成熟期でそれぞれ10．0及び29．2％TRR）、【chl－14C］ピラクロストロビン散布区では  

MO7（未成熟期及び成熟期でそれぞれ5．8及び6．6％TRR）であった。   

ばれいしょにおける主要代謝経路は、トリル環カーバメー ト側鎖の入L脱メトキ  

シ化と、それに続くトリル環のメトキシ化、あるいはクロロフェニル基またはピラ  

ゾール環のグルコシル化、エーテル結合の開裂と、それに続くグルコシル化または  

シキミ酸経路を経由したトリプトファン生成であると考えられた。（参照5）  

（3）小麦（移行性）   

【tol－14C］ピラクロストロビンを、小麦（品種：Eta）の第2菓が展開し、第1葉（止   

め葉）が第2実の菓鞘部に不完全に巻いた段階（第1期散布群）及び展開前の止め   

葉幼輪部に穂がある段階（第2期散布群）に、それぞれ250gai几aで散布後、第1   

期散布群は散布11日後に採取した止め菓、第2菓及び第3菓を、第2期散布群は   

散布15日後に採取した穂、止め葉及び第2葉を試料として、小麦における移行性   

試験が実施された。  

散布部（第1期散布群は第2及び第3葉、第2期散布群は第1及び第2菓）から   

無散布部（第1期散布群は第1葉、第2期散布群は穂）への移行は、第1期散布群   

で0．37～0．95％、第2期散布群で1．4～1．5％であり、散布後に新たに展開した部位   

に対する移行性は極めて小さいことが確認された。（参照6）  

（4）小麦   

【tol－14C］ピラクロストロビンまたは［chl－14C］ピラクロストロビンを、小麦（品種：   

Eta）の節間伸長期（第2節問が認識できる時期）及び開花始期（1回目散布の24  
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～25日後）の2回、各回300gai几aで散布し、2回目散布31及び41日後に採取  

した植物体（1回目採取試料は全体を青刈り試料として、2回目採取試料は穀粒、  

もみ殻、麦わらに分けた）を試料として、植物体内運命試験が実施された。   

小麦試料中放射能分布は表8に示されている。青刈りから麦わらへの残留放射能  

濃度の増加は、成熟を伴う水分損失によるものと推定された。麦わら、穀粒、もみ  

殻における残留放射能から、小麦に散布されたピラクロストロビンは、茎、葉ある  

いは包穎から穀粒に移行しないと考えられた。   

青刈り試料及び麦わらから抽出された放射性物質のうち、親化合物は52．9～  

58．3％TRR、主要代謝物はMO7で12．0～16．0％TRR検出された。このほか、メチ  

ル化物あるいはグルコース抱合体としてM34、M54、M68、M70及びM71が少量  

（5％TRR未満）検出された。また、微量のピラクロストロビンの開裂化合物MO4、  

ピラクロストロビンの構造異性体であるM76が検出された。   

穀粒中では、親化合物と主要代謝物MO7の他、ピラクロストロビンのエーテル  

結合が開裂したM24（［tol－14C］ピラクロストロビン散布区の穀粒中6．7％TRR）及  

びMO4（【chl－14C］ピラクロストロビン処理区穀粒中1．4％TRR）、M24がさらに代  

謝されたトリプトファン（M72、kol－14C】ピラクロストロビン散布区の穀粒中  

23％TRR）が存在した。   

小麦における主要代謝経路は、青刈り及び麦わらでは、トリル環カーバメート側  

鎖の〃脱メトキシ化と、それに続くトリル環のメトキシ化、あるいはクロロフよニ  

ル基またはピラゾール環のグルコシル化であり、また、穀粒では、エーテル結合の  

開裂と、それに続くシキミ酸経路を経由したトリプトファン生成であると考えられ  

た。（参照7）  

表8 小麦試料中放射能分布及び主要代謝物  

標識体  ［tol－14C］ピラクロストロビン  【chl－14C］ピラクロストロビン   

採取時期  1回目   2回目  1回目   2回目   

試料  青刈り  麦わら  穀粒  もみ殻  青刈り  麦わら  穀粒  もみ殻   

総残留  
mg／kg  8．4   47．5  0．45  34．畠  7．42  50．5  0．08  写6・3   

放射能  

抽出画分  mg／kg  5．72  34．7  0．23   ／   5．55  31．8  0．07  

親化合物  ％肝  52．9  58．3   8．1  57．0  57．2  36．1  

MO7   ％TRR☆  13．1  16．0   3．5  12．0  14．1  10．5  

未抽出残漆  mg／kg  1．08   5．8   0．22   ／   0，97  5．82  0．03  

注）斜線：分析せず   

★：試料における総残留放射能什RR、抽出物及び未抽出残漆の合計）を100％としたときの存在比率  
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（5）はくさい   

［tol－14C］ピラクロストロビンまたは［chl－14C］ピラクロストロビンをはくさい（品   

種：新京都3号）の収穫17、10及び3日前に3回、各回130gai几aで散布後、最   

終散布3日後に採取した結球部（可食部）及び外菓部を試料として、植物体内運命   

試験が実施された。  

はくさい試料中放射能分布及び主要代謝物は、表9に示されている。  

はくさいにおける主要代謝経路は、トリル環カーバメート側鎖の」V脱メトキシ化   

であると考えられた。（参照8）  

表9 はくさい試料中放射能分布及び主要代謝物  

標識体  ［tol・14C］ピラクロストロビン   【chl－14C］ピラクロストロビン   

試料  外葉部   結球部   外菓部   結球部   

総残留放射能   mg／kg   3．72   1．20   2．75   1．12   

抽出画分   mg／kg   4′．02   1．29   2．93   0．99   

親化合物   ％TRI㍗   82．5   85．1   82．9   74．2   

MO7   ％TRR☆   11．9   10，6   8．5   5．6   

未抽出残章査   mg／kg   0．15   0．04   0．10   0．03   

注）☆：試料における総残留放射能（TRR、抽出物及び未抽出残漆の合計）を100％としたときの存在比率  

3．土壌中運命試験  

（1）好気的土壌中運命試験（か  

［tol－14C］ピラクロストロビンまたは［chl－14C］ピラクロストロビンを壌質砂土（ドイ   

ツ）に乾土あたり0．33mgaJkgの用量で添加後、360日間、20℃、暗条件でイン   

キュベー卜する土壌中運命試験が実施された。  

抽出可能放射能は処理360日後に総処理放射能量（TAR）の23．2～25．5％に減少  

し、結合性放射能は59．2～65．4％TARに達した。14CO2は試験終了時までに8．0～   

10．9％TAR発生した。  

土壌中の親化合物は、試験終了時に4．3～4．5％TARに減少した。分解物として、   

MO7から生成するアニリン化合物の2量体である、アゾキシ化合物MOl及びアゾ   

化合物MO2が存在した。MOlは試験開始180日後、シス体とトランス体の合量で   

最大11．6～15．9％TAR、MO2は試験開始33～91日の間に最大5．8～6．8％TAR生成  

した。  

ピラクロストロビン、分解物MOl及びMO2の好気的土壌における推定半減期は、   

表10に示されている。  

ピラクロストロビンは、土壌中でトリル環カーバメート側鎖の入声脱メトキシ化、   

それに続くアミド分解を経て、ジアゾあるいはジアゾキシ2量化が起こると考えら   

れた。（参照9、10）  
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表10 ピラクロストロビン、分解物MOl及びMO2の好気的土壌における推定半減期（日）  

標識体   【tol－14C］ピラクロストロビン   ［cbl－14C］ピラクロストロビン   

親化合物   12   14   

分解物MOl   129   166   

MO2   112   159   

（2）好気的土壌中運命試験②  

4種類の海外土壌［壌質砂土（米国、ドイツ：2種類）、壌土（カナダ）］に、【tol－14C】   

ピラクロストロビンを乾土あたり0．33mg此g（250gaima相当量）添加後、土壌   

水分を最大容水量（MWC）の20または40％（滅菌、非滅菌）に調整し、120日間、   
5、20または30℃、暗所条件下でインキュベー卜する、土壌ヰ運命試験が実施され   

た。  

滅菌土壌及び低温（5℃）条件下ではほとんど分解が認められなかった。これは   

土壌微生物の不在または不活性によるものと考えられた。20℃、MWC40％の標準   

状態で、ピラクロストロビンの推定半減期は38～101日と算出された。高温（30℃）   

条件下では分解がやや促進されたが、分解物の量は20℃条件より少なかった。土壌   

水分含量が少ない条件下における分解はやや遅く、これは土壌微生物にとって生息   

環境が適当でないためと考えられた。分解物としてすべての供試土壌から2量体   

MOl及びMO2が10％TARを超えて検出された。MOl及びMO2の推定半減期は   

70～131及び38日と算出された。（参照11）  

（3）土壌表面光分解試験   

［tol－14C］ピラクロストロビンを、壌質砂土（ドイツ、40％MWC）及び砂壌土（ド   

イツ、80％MWC）に乾土あたり1．65mg此g（250gainla相当）となるように添加   

し、また、【chl－14C］ピラクロストロビンを砂壌土（ドイツ、40％MWC）に同じ量で   

添加した後、22土1℃でキセノン光（光強度：30W／m2、測定波長：290～1，200nm）   

を15日間連続照射し、土壌表面光分解試験が実施された。  

抽出可能放射能残留量は経時的に減少し、照射開始15日後では、40％MWC土壌   

で77．8～80．7％TAR、80％MWC土壌で54．8％TARとなった。   

15日後の土壌から抽出された成分のうち、ピラクロストロビンは40％MWC土壌   

の光照射区で63．6～74．4％TAR、暗所で63．0～74．8％TAR、80％MWC土壌の光照   

射区で29．2％TAR、暗所で38．7％TARであった。主要分解物はMO7で、40％MWC   

土壌の光照射区で4．1～8．0％TAR、暗所で1～2％TAR、80％MWC土壌の光照射区   

で6．1％TAR、暗所で0．7％TAR検出された。その他の同定された分解物としてMOl   

及びMO2が光照射区の40％MWC土壌で0．29～0．46及び0．34～0．38％TAR、   

80％MW土壌で5．2及び4．8％TAR検出された。MOl及びMO2は暗所での生成が   

多く、それぞれ40％MWC土壌で4．3～8．5及び2．6～4．7％TAR、80％MWC土壌で  
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15．5及び8．3％TARであった。   

以上の結果より、MO7は化学的反応により、MOl及びMO2は微生物により生成  

することが示唆された。ピラクロストロビンの分解速度及びMO7の生成について  

は、光照射区及び暗対照区との間に大きな差は認められず、ピラクロストロビンの  

土壌表層での分解に、光は明らかな影響を及ぼさないと考えられた。一方、土壌水  

分含有量が高くなるとピラクロストロビンの分解が促進されると考えられた。（参  

照12）  

（4）土壌吸着試験（ピラクロストロビン）  

4種類の国内土壌［軽埴土（茨城、高知）、重埴土（茨城）及び壌質砂土（宮崎）］   

を用いて、土壌吸着試験が実施された。  

Freundlichの吸着係数Kadsは51～405、有機炭素含有率により補正した吸着係   

数Kocは3，400～22，800であった。（参照13）  

（5）土壌吸脱着試験（分解物MOl及びMO2）  

6種類の海外土壌［砂土／壌質砂土（ドイツ）、砂壌土（ドイツ）、壌質砂土（ド   

イツ、米国）、壌土（米国）及び砂質埴壌土（カナダ）］を用いて、 ピラクロスト   

ロビンの分解物MOl及びMO2の土壌吸脱着試験が実施された。  

MOlは、Freundlichの吸着係数Kadsは79～915、有機炭素含有率により補正し   

た吸着係数Kocは3，160～183，000であった。脱着係数Kdesは600～2，400、有機炭   

素含有率により補正した脱着係数Kdesocは34，000～600，000であった。  

MO2は、Freundlichの吸着係数Kadsは98～840、有機炭素含有率により補正し   

た吸着係数Kocは3，920～152，000であった。脱着係数Kdesは1，110～13，000、有   

機炭素含有率により補正した脱着係数Kdesocは83，000～307，000であった。  

MOl及びMO2は水溶解度がきわめて低く吸着性が強いため、容器壁面への吸着   

が起こると考えられることから、計算されたKads値は実測値よりもMOlで25～   

40％、MO2で40～60％低いと考えられた。（参照14、15）  

（6）土壌溶脱性試験  

4種類の土壌（砂土、壌質砂土2種類及び砂壌土）に［chl－14C］ピラクロストロビ   

ンを処理し、土壌溶脱性試験が実施された。その結果、ピラクロストロビンは上位   

分画にのみ検出され、下位分画及び浸出液中には検出されなかったことから、土壌   

中において浸透移行性はないものと考えられた。  

また、［chl－14C］ピラクロストロビンを添加した土壌（砂土）を、好気条件下に30   

日間エージングし、土壌浸透移行性試験を行った。ピラクロストロビン及びピラク   

ロストロビン分解物は上位分画にのみ検出され、下位分画及び浸出液中には検出さ   

れなかったことから、土壌中において浸透藤行性はないものと考えられた。（参照   

16、17）  
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4．水中運命試験  

（1）加水分解試験   

［tol－14C］ピラクロストロビンまたは【chl－14C］ピラクロストロビンをpH5、7及び9   

の各緩衝液に濃度0．5mg几になるように加えた後、25℃で30日間、暗条件下でイ  

ンキュべ－ トして、加水分解試験が実施された。  

30日後に抽出された放射性物質のうち、親化合物が78．4～97．1％TAR存在した。   

分解物MO7が試験終了時に3．3～5．6％TAR検出されたが、試験期間中存在量はほ   

ぼ一定であり、加水分解によって生成されたものではないと考えられた。pH9では、  

加水分解に起因すると思われる分解物MOl及びMO2が確認されたが、pH5及び7   

では確認されなかった。そのため、ピラクロストロビンは加水分解に対し安定であ  

ると考えられ、推定半減期は算出されなかった。  
また、［tol－14C］ピラクロストロビンまたは【chl－14C］ピラクロストロビンをpH4、   

90℃で20分間還流、pH5、100℃で60分間沸騰及びpH6、120℃で20分間殺菌   

（いずれも添加濃度は0．5mg几）する加水分解試験が実施された。いずれの場合も  

ピラクロストロビンの分解は認められず、安定であった。  

ピラクロストロビンは、pH9の水溶液中でトリル環カーバメー ト側鎖の〟脱メ   

トキシ化と、それに続くジアゾあるいはジアゾキシ2量化が起こると考えられた。（参  

照18、19）  

（2）水中光分解試験（緩衝液）   

［t。1－14C］ピラクロストロビンまたは［chl－14C］ピラクロストロビンを、PH5の滅菌   

酢酸緩衝液に0．5mg／Lになるように加え、22土1℃でキセノン光（光強度‥30W／m2、   

測定波長：290～800nm）を25日間連続照射する水中光分解試験が実施された。  

親化合物は、照射開始後1日程度で消失した。ピラクロストロビンの推定半減期   

は0．06日（1．4時間）と算出された。  

いずれの試験区（光照射区）でも、14CO2が経時的に増加し、試験終了時までに  

［tol－14C］ピラクロストロビン及び［chl－14C］ピラクロストロビン添加区でそれぞれ3・7   

及び21．9％TAR生成した。   

【tol－14C】ピラクロストロビン添加区では、照射開始3時間後から分解物が認めら   

れ、M60、M58、M62及びM76がそれぞれ最大44．5％TAR（21日後）、20．3％TAR   

（1日後）、16．8％TAR（6日後）及び14．8％TAR（6時間後）、【chl－14C］ピラクロ   

ストロビン添加区でM78、M58及びM76がそれぞれ最大26．6（1日後）、23．4（1   

日後）及び20．7％TAR（3時間後）存在した。（参照20）  

（3）水中光分解試験（自然水）   

【tol－14C］ピラクロストロビンまたは【chl－14C］ピラクロストロビンを、滅菌自然水   

（池水、ドイツ、pH7．9～8．0）に0．5mg瓜となるように加えた後、22土1℃でキセ   

ノン光（光強度：30W／m2、測定波長：290～1，200nm）を15日間連続照射する水  
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中光分解試験が実施された。   

ピラクロストロビンの推定半減期は0．13～0．16日と算出された。  

14CO2は経時的に増加し、試験終了時までに4．2～6．9％TAR生成した。ピラクロ  

ストロビンは照射開始後15日で2．0～8．6％TARに減少した。10％TARを超えて生  

成した分解物は、M58の12．0％TAR（0．25日後）、M60の35．7％TAR（10日後）、  

M62の14．4％TAR（10日後）、M76の25．0％TAR（0．25時間後）及びM78の  

20．9％TAR（0．375日後）であった。（参照21）  

（4）水中光解試験（水／底質系における自然条件下）   

【tol－14C］ピラクロストロビンまたは［chl－14C］ピラクロストロビンを、池水／砂土（ド   

イツ、池水pH8．6）の水／底質系に水相中0．16～0．17mg几となるように加え、62   

日間実環境条件（温度13～21℃）で水中光分解試験が実施された。  

水相中の放射能は経時的に減少し、試験終了時に31．4～46．2％TARとなり、底質   

相中の放射能は、試験終了時に45．7～47．0％TARであった。  

ピラクロストロビンは試験終了時に水相及び底質相（抽出性放射能）中で   

0．9％TAR以下に減少した。10％TARを超える分解物は4種類同定された。そのう   

ち3種類は水相中のM60、M62及びM76であり、それぞれ11．4（21日後）、15．7   

（62 日後）及び10．8～11．4％TAR（10～14 日後）存在した。また、底質中から   

MO7が16～17％TAR（30日後）検出された。  

ピラクロストロビンの推定半減期は、水相中で5日、底質相で4日と算出された。  

ピラクロストロビンは水／底質試験系で、①水相において光により急速に分解して   

多数の分解物を生成し、②水相に添加したピラクロストロビンとその分解物は急速   

に底質に取り込まれると考えられた。ピラクロストロビンの水中光分解経路として、   

クロロフェニル基の脱離と、それに続くトリル環カーバメート側鎖のノV脱メトキシ   

化、あるいはピラゾール環の酸化が起こると考えられる。また、未変化体が底質へ   

移行した場合、トリル環カーバメート側鎖のJV脱メトキシ化が起こると考えられた。   

（参照22）  

（5）水中光分解試験（精製水、河川水）   

［tol－14C］ピラクロストロビンまたは［chl－14C］ピラクロストロビンを滅菌精製水ま   

たは自然水（河川水、神奈川、pH7．4）に濃度0．5mg几になるように加え、25土1℃   

でキセノン光（光強度：600W／m2、測定波長：290～800nm）を96時間連続照射   

する水中光分解試験が実施された。  

ピラクロストロビンの残存濃度は96時間後に精製水、河川水ともに0．14mg几   

であった。推定半減期は精製水及び河川水でそれぞれ59及び56時間、東京、春の   

自然太陽光下に換算するとそれぞれ15及び14日と算出された。（参照23）  
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5．土壌残留試験   

洪積土・埴壌土（福島）及び火山灰土・埴壌土（長野）を用いて、ピラクロストロ   

ビン、分解物MOl及びMO2を分析対象化合物とした土壌残留試験（容器内及び圃場）   
が実施された。   

推定半減期は表11に示されている。（参照24）  

表11土壌残留試験成績  

推定半減期（日）  

試験   濃度★   土壌  親化合物＋  
親化合物  

分解物MOl及びMO2   

洪積土・埴壌土   30   35  

容器内  0．38  火山灰土・埴壌土   40   50  

試験  mg／kg  洪積土・埴壌土   37  

火山灰土・埴壌土   59  

圃場  400  洪積土・埴壌土   28  

試験  gainla  火山灰土・植壌土   100  

注）－‥測定せず ＊：容器内試験では純品、圃場試験ではドライフロアブルを使用  

6．作物残留試験   

野菜及び果実を用いて、 ピラクロストロビン及び代謝物MO7を分析対象化合物と   

した作物残留試験が実施された。   

結果を胡り紙3に示されている。 ピラクロストロビンの可食部における最高値は、最   

終散布45日後に収穫したみかん（果皮）の1．68mg此gであった。代謝物MO7の可   

食部における最大値は、最終散布7日後に収穫したりんご（果実）の0・059mg／kgで   

あった。   

別紙3の作物残留試験に基づき、ピラクロストロビン（親化合物のみ）を暴露評価   

対象化合物として農産物より摂取される推定摂取量が表12に示されている。（別紙4  

参照）。   

なお、本推定摂取量の算定は、申請された使用方法からピラクロストロビンが最大   

の残留を示す使用条件で、今回申請のあった作物（かき、うめ及びすもも）を含むす   

べての適用作物に使用され、加工・調理による残留農薬の増減が全くないとの仮定の   

下に行った。  
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表12 食品中より摂取されるピラクロストロビンの推定摂取量  

国民平均   小児（1～6歳）   妊婦   高齢者（65歳以上）  

（体重：53．3kg）   （体重：15．8kg）   （体重‥55，6kg）   （体重：54．2kg）   

摂取量  
44．0   24．3   

（膵／人／目）  

32．1   47．3   

7．一般薬理試験   

マウス及びラットを用いた一般薬理試験が実施された。結果は表13に示されてい   

る。（参照27）  

表13 一般薬理試験概要  

投与量  最大  最小  

試験の種類  動物種   動物数    mg／kg体重  作用量  結果の概要   

匹／群    （投与経路）    （mg／kg体重）    （mg此g体重）  

0、320、  5，000mg／kg体重投与  

ICR   雄3   800、2，000、   
2，000   

群の雄で自発運動、握  

マウス   雌3   5，000  5，000  
力及び筋緊張の低下、  

一般状態  （経口）  下痢、雌1例死亡  

（Irwin法）  0、320、  
5，000mg／kg体重投与  

SD  800、2，000、  
群で流誕、下痢及びよ  

中  
ラット   

雄5  
5，000  

800   2，000  ろめき歩行。2，000  
枢  
神  （経口）  

mg／kg体重以上投与  

経  群で体重増加抑制  

系  0、128、320、  

ヘキソハ○ルビタール  
雄8  

800、2，000、  

睡眠   マウス  5，000  
800   2，000   睡眠時間の延長  

（経口）  

0、320、800、  

体温   
SD  

雄5   2，000、5，000  5，000  
投与による影響  

ラット  
（経口）  

なし   

投与による影響  
循  0、800、  なし  

SD  
雄5   2，000、5，000  5，000  

環 器  ラット  
（2，000及び5，000  

系   （経口）  mg／kg体重投与群で1  

例ずつ死亡）   

自  

律  SD  
0、320、800、  

神  雄5   2，000、5，000  5000  
投与による影響  

経  ラット  
（経口）  

なし   

系   
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投与量  最大  最小  

試験の種類  動物種   動物数    mg／kg体重  作用量  結果の概要   

匹／群    （投与経路）  

投与による影響  

0、20．5、  
なし  

51．2、128、  
（炭未投与前に一晩  

消  ICR  
雄8  

絶食した320、800、  
化  320、800、  5，000  

器   
マウス  2，000及び5，000  

2，000、5，000  
mg此g体重投与群で  

（経口）  それぞれ3、7、5及び  

4例死亡）   

SD  
0、320、800、  

骨 格  
投与による影響  

雄5   2，000、5，000  5，000  

筋   
ラット  なし   

（経口）  

5，000mg仮g体重投与  

0、51．2、128、  
群で、採尿時に3倒死  

腎  320、800、  
亡  

機  
SD  

雄5  
2，000、5，000  

320   800  800mg／kg体重以上  
ラット  投与群で尿量減少、尿  

（経口）  中ナトリウム、カリウ  

ム及びクロール排泄  

量の減少。   

注） 検体は、原体を1％Tween80水溶液に懸濁して用いた  

－：最小毒性量は設定できなかった  

8．急性毒性  

（．1）急性毒性試験  
ピラクロストロビン原体のラット及びマウスを用いた急性毒性試験が実施され   

た。結果は表14に示されている。 （参照28～33）  

表14 急性毒性試験概要（原体）  

LD50（mg此g体重）  
投与経路   動物種  観察された症状  

雄   雌   

一般状態の悪化、不活発、呼吸困難、鎮静、う  
Wistarラット  

＞5，000  ＞5，000   ずくまり姿勢、立毛、下痢、被毛の汚れ  
雌雄各5匹  

死亡例なし  

経口  体重増加抑制、自発運動低下、月工門周囲部被毛  

ICRマウス   汚れ、削痩、円背位、鎮静、眼瞼下垂、軟便  
＞5，000  ＞5，000  

雌雄各5匹  雄：死亡例なし、雌：5，000mg此g体重投与群  

で死亡例   

経皮   

Wistarラット  
＞2；000  ＞2，000  症状及び死亡例なし   

雌雄各5匹  
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LC50（mg几）  

呼吸の不整、克進及び間欠性、血様鼻汁、開眼、  
Wistarラット  

0．31へ一1，07  無気力、逃避、立毛、被毛汚れ  
雌雄各5匹  

雌雄：1．07mg几以上投与群全例死亡  

眼瞼閉鎖、呼吸逼迫、あえぎ呼吸、呼吸音、鎮  
Wistarラット  

吸入  4．07′、7．3  静、うずくまり姿勢、立毛及び被毛の汚れ  
雌雄各5匹  

雌雄：1．96mg几以上投与群で死亡例  

呼吸克進、立毛およびうずくまり姿勢、逃避行  

Wistarラット   
0．58  

動  

雌雄各5匹  雄：0．65mgnJ以上、雌：0．52mgnJ以上投与  

群で死亡例   

（2）急性神経毒性試験  

Wistarラット（一群雌雄各10匹）を用いた強制経口（原体：0、100、300及び  

1，000mg肱g体重）投与による急性神経毒性試験が実施された。  

いずれの投与群においても機能観察総合評価（FOB）、運動量、神経系の病理組   

織学的検査において、検体投与の影響は認められなかった。  

本試験における神経毒性の無毒性量は、雌雄とも本試験の最高用量1，000mg／kg   

体重／日であると考えられた。（参照34）  

9．眼■皮膚lこ対する刺激性及び皮膚感作性試験   

NZW‘ウサギを用いた眼刺激性試験及び皮膚刺激性試験が実施された。その結果、眼に  

対しては刺激性は認められなかったが、皮膚に対する刺激性が認められた。   

Hartleyモルモットを用いた皮膚感作性試験（Maximization法）が実施された結   

果、皮膚感作性は認められなかった。（参照35～37）  

10．亜急性毒性試験  

（1）90日間亜急性毒性試験（ラット）  

Wistarラット（一群雌雄各10匹）を用いた混餌（原体：0、50、150、500、1，000   

及び1，500ppm：平均検体摂取量は表15参照）投与による90日間亜急性毒性試験   

が実施された。  

表15 90日間亜急性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量  

投与群  50ppm   150ppm  500ppm  1，000ppm  1，500ppm   

平均検体摂取量  3．5   10．7   34．7   68．8   106  

（mg／kg体重／目）   4．2   12．6   40．8   79．7   119   
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各投与群で認められた毒性所見は表16に示されている。   

本試験において、500ppm以上投与群の雄で体重増加抑制等が、雌でMCV及び  

MCHの増加等が認められたので、無毒性量は雌雄とも150ppm（雄：10．7mg／kg  

体重／日、雌：12．6mg此g体重／日）であると考えられた。（参照38、67、69）  

表16 90日間亜急性毒性試験（ラット〉 で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

1，500ppm   ・赤血球CbE増加   ・体重増加抑制  

・副腎比重量1増加   ・網状赤血球数増加、Ht減少  

・十二指腸壁肥厚   ・T．Bil増加  

・牌変色（黒色化）   ・卵巣比重量増加  

・十二指腸粘膜過形成   ・十二指腸壁肥厚  

・牌変色（黒色化）  

・十二指腸粘膜過形成  

・肝細胞肥大   

1，000ppm   ・MCV、網状赤血球数増加、PT延  ・WBC増加、RBC、Hb、MCHC   

以上   長   減少  

・Glob、Glu、TG減少、T．Bil増加  ・Glob、クロール減少  

・腎、精巣、牌及び脳比重量増加   ・牌髄外造血元進  

・牌組織球症  ■牌組織球症   

・肝細胞肥大  

500ppm以上  ・体重増加抑制、摂餌量減少   ・摂餌量減少  

・MCHC減少   ・MCV、MCH増加  

・Alb、クロール増加、T．Cbol減少  ・肝、腎及び牌比重量増加  

・副腎絶対重量減少   ・副腎絶対重量減少   

150ppm以下  毒性所見なし   毒性所見なし   

（2）90日間亜急性毒性試験（マウス）  

B6C3Flマウス（一群雌雄各10匹）を用いた混餌（原体：0、50、150、500、  

1，000及び1，500ppm：平均検体摂取量は表17参照）投与による90日間亜急性毒   

性試験が実施された。  

表17 90日間亜急性毒性試験（マウス）の平均検体摂取量  

投与群  50ppm   150ppm  500ppm  1，000ppm  1，500ppm   

平均検体摂取量  9．2   30．4   119   274   476  

（mg／kg体重／日）   12．9   40．4   162   374   635   

1体重比重量を比重量という（以下同じ）  

24  

r、   



各投与群で認められた毒性所見は表18に示されている。   

本試験において、150ppm以上の投与群の雄で体重増加抑制等が、雌で胸腺萎縮  

等が認められたので、無毒性量は雌雄とも50ppm（雄：9．2mg／kg体重／日、雌：  

12．9mg／kg体重／日）であると考えられた。（参照39）  

表18 90日間亜急性毒性試験（マウス）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

1，500ppm  ・PLT増加、Hb減少  ・PLT増加   

・T．Bil、Alb、カリウム減少  

・胃びらん／潰瘍  

・腸間膜リンパ節アポ卜し一－－－シス小体増加  

1，000ppm  ・WBC、MCH減少   ・Hb減少   

以上   ・TP、カルシウム、Glob減少、ALP増  ・TP、Cre、カルシウム減少  

加  ・卵巣比重量減少   

・牌絶対重量減少  

・胸腺萎縮  

500ppm   ・MCV減少   ・体重増加抑制   

以上   ・クロール増加   ・MCH、MCHC減少  

・精巣及び副腎比重量増加   ・Glob減少、T．Chol、クロール増加  

・十二指腸壁肥厚   ・十二指腸壁肥厚  

・十二指腸粘膜過形成   ・胃びらん／潰瘍  

・十二指腸粘膜過形成  

・腸間膜リンパ節アポトーシス小体   

150ppm   ・体重増加抑制   ・TG減少、Ure増加   

以上   －Ht減少  ・胸腺萎縮   

・TG減少、Ure増加  

・腎絶対重量減少  

50ppm   毒性所見なし   毒性所見なし   

（3）90日間亜急性毒性試験（イヌ）  

ピーグル犬（一群雌雄各5匹）を用いた混餌（原体：0、100、200及び450ppm   

平均検体摂取量は表19参照）投与による90日間亜急性毒性試験が実施された。  

表19 90日間亜急性毒性試験（イヌ）の平均検体摂取量  

投与群  100ppm   200ppm   450ppm   

平均検体摂取量  雄   2．8   5．8   12．9  

（mg此g体重／日）  雌   3・0   6．2   13．6   
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各投与群で認められた毒性所見は表20に示されている。   

本試験において、450ppm投与群の雌雄で十二指腸粘膜肥厚等が認められたので、  

無毒性量は雌雄とも200ppm（雄：5．8mgnig体重／日、雌：6．2mg此g体重／日）で  

あると考えられた。（参照40、67）  

表20 90日間亜急性毒性試験（イヌ）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

450ppm   ・嘔吐、下痢   ・嘔吐、下痢  

・十二指腸粘膜肥厚   ・体重増加抑制、摂餌量減少  

・PLT増加  

・TP増加  

・十二指腸粘膜肥厚   

200ppm以下  毒性所見なし   毒性所見なし   

（4）90日間亜急性神経毒性試験（ラット）  

Wistarラット（一群雌雄各10匹）を用いた混餌（原体：0、50、250、750（雄）   

及び1，500（雌）ppm：平均検体摂取量は表21参照）投与による90日間亜急性神   

経毒性試験が実施された。  

表2190日間亜急性神経毒性試験（ラット）の平均検体摂取量  

疲与群  50ppm   250ppm   750ppm   1，500ppm   

平均検体摂取量  3．5   16．9   

（mg／kg体重／日）   4．0   20．4  

各投与群で認められた毒性所見は表22に示されている。 いずれの投与群でも、  

FOB、自発運動量、神経病理組織学的検査において検体投与の影響は認められな  

かった。   

本試験において、250ppm以上の投与群の雄及び1，500ppm投与群の雌で摂餌  

量及び飲水量の減少等が認められたので、無毒性量は雄で50ppm（3．5mg／kg体重  

／日）、雌で250ppm（20．4mg此g体重／日）であると考えられた。神経毒性は認め  

られなかった。（参照41）  
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表22 90日間亜急性神経毒性試験（ラット）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

1，500ppm  ・体重増加抑制、摂餌量、飲水量減  

少  

・前肢握力低下   

7Fj0 ppm ・体重増加抑制  

250ppm以上  ・摂餌量、飲水量減少   250ppm以下毒性所見なし   

50ppm   毒性所見なし   

11．慢性毒性試験及び発がん性試験  

（1）1年間慢性毒性試験（イヌ）  

ピーグル犬（一群雌雄各5匹）を用いた混餌（原体：0、100、200及び400ppm：   

平均検体摂取量は表23参照）投与による1年間慢性毒性試験が実施された。  

表231年間慢性毒性試験（イヌ）の平均検体摂取量  

投与群  100ppm   200ppIn   400ppm   

平均検体摂取量  雄   2．7   5．4   10．8  

（mg耽g体重／日）  雌   2．7   5．4   11．2  

400ppm投与群の雌雄で下痢、堰吐、PLT増加、TP及びT．Chol減少が、同群  

の雄でWBC（多形核好中球及びリンパ球）増加及びAlb減少が、雌で体重増加抑  

制、摂餌量減少及びGlob減少が認められた。   

本試験において、400ppm投与群の雄でWBC（多形核好中球、リンパ球）増加  

等が、雌で体重増加抑制等が認められたので、無毒性量は雌雄とも200ppm（雄：  

5．4mg／kg体重／日、雌：5．4mg肱g体重／日）であると考えられた。（参照42）  

（2）2年間慢性毒性試験（ラット）  

Wistarラット（一群雌雄各20匹）を用いた混餌（原体：0、25、75及び200ppm：   

平均検体摂取量は表24参照）投与による2年間慢性毒性試験が実施された。  

表24 2年間慢性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量  

投与群  25ppm   75ppm   200ppm   

平均検体摂取量－  1．1   3．4   9．0  

（mg耽g体重／日）   雌   1．5   4．6   12．3   

死亡率に検体投与の影響は認められなかった。  

200ppm投与群の雌雄で体重増加抑制が、同群の雄で精巣上体無精子症が認めら  
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れた。腫瘍性病変は認められなかった。  

本試験において、200pm投与群の雌雄で体重増加抑制等が認められたことか  

ら、無毒性量は雌雄とも75ppm（雄：3．4mg仮g体重／日、雌＝4・6mg／kg体重／日）  

であると考えられた。（参照43）  

（3）2年間発がん性試験（ラット）  

Wistarラット（一群雌雄各50匹）を用いた混餌（原体：0、25、75及び200ppm：   

平均検体摂取量は表25参照）投与による2年間発がん性試験が実施された。  

表25 2年間発がん性試験（ラット）の平均検体摂取量  

投与群  25ppm   75ppm   200ppm   

平均検体摂取量  雄   1．2   3．4   9．2  

（mg此g体重／日）  雌   1．5   4．7   12．6  

死亡率に検体投与の影響は認められなかった。200ppm投与群の雌雄で体重増加  

抑制が、同群の雄で摂餌量減少が認められた。   

雄における肝細胞壊死、変異肝細胞巣、肝細胞腺腫及び癌の発生頻度が表26に  

示されている。200ppm投与群で、肝細胞壊死及び肝細胞腺腫が有意に増加したが、  

肝細胞腺腫の発生頻度（22％）が同系統雄ラットにおける肝細胞腺腫の背景データ  

（0～30％）の範囲内であることから、本変化は検体投与の影響によるものとは考えら  

れなかった。   

また、雌における乳腺嚢胞、過形成及び乳腺上皮由来腫瘍の発生頻度が表27に  

示されている。200ppm投与群で、乳腺腺癌の発生頻度が有意に増加したが、その  

発生頻度（16％）が同系統雌ラットにおける背景的データ（0～25％）の範囲内であ  

ることから、投与の影響とは考えられなかった。   

本試験において、200ppm投与群の雌雄で体重増加抑制等が認められたので、無  

毒性量は雌雄とも75ppm（雄：3．4mg／kg体重／日、雌：4．7mg／kg体重／日）であ  

ると考えられる。発がん性は認められなかった。（参照44、67）  

表26 雄における肝細胞腺腫及び癌の発生頻度  

性別   雄   

検査動物数   50   50   50   50   

肝細胞腺腫   4   7   5   11☆   

肝細胞癌   4   3   5   3   

肝細胞腺月卦癌   8   10   10   14   

Fisherの直接確率計算法、☆：P＜0．05、☆☆：p＜0．01  
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表27 雌における乳腺上皮由来腫瘍の発生頻度  

性別   雌   

投与群（ppm）   Oppm   25ppm   75ppm 200ppm   

検査動物数   50   50   50   50   

腺腫   0   0   2   

嚢腺腫   0   0   

線維腺腫   10   10   8   10   

腺癌   2   6   2   8☆   

腺月卦のう腺月動線椎腺月卦腺癌   12   17   12   20   

Fisherの直接確率計算法、☆：p＜0．05  

（4）18カ月間発がん性試験（マウス）  

B6C3Flマウス（一群雌雄各50匹）を用いた混餌［原体：0、10、30、120及び  

180（雌のみ）ppm：平均検体摂取量は表28参照］投与による18カ月間発がん性   

試験が実施された。  

表2818カ月間発がん性試験（マウス）投与量一覧  

投与群  10ppm  30ppm  120ppm  180ppm   

平均検体摂取量  雄   1．4   4．1   17．2  

（mg此g体重／日）  雌   1．6   4．8   20．5   32．8  

各投与群で認められた毒性所見は表29に示されている。死亡率に、検体投与の  

影響は認められなかった。また、検体投与に関連して発生頻度の増加した腫瘍性病  

変は、認められなかった。   

本試験において、120ppm投与群の雄及び180ppm投与群の雌で体重増加抑制  

等が認められたので、無毒性量は雄で30ppm（4．1mg／kg体重／日）、雌で120ppm  

（20．5mg／kg体重／日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参  

照45）  

表2918カ月間発がん性試験（マウス）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

180ppm  ・体重増加抑制   

120ppm以上  ・体重増加抑制   120ppm以下毒性所見なし  

30ppm以下  毒性所見なし   
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12．生殖発生毒性試験  

（1）2世代繁殖試験（ラット）  

Wistarラット（一群雌雄各25匹）を用いた混餌（原体：0、25、75及び300ppm：   

平均検体摂取量は表30参照）投与による2世代繁殖試験が実施された。  

表30 2世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量  

投与群  25ppm   75ppm   300ppm   

雄   2．5   7，4   29．0  
P世代  

平均検体摂取量  雌   2．6   7．8   30．4  

（mg／kg体重／日）  雄   2．8   8．6   35．0 
Fl世代  

雌   3．0   9．0   36．0  

親動物及び児動物における各投与群で認められた毒性所見は表31に示されてい  

る。   

本試験において、親動物では、300ppm投与群の雌雄で体重増加抑制等が、児動  

物では300ppm投与群の雌雄で低体重等が認められたので、無毒性量は親動物及び  

児動物の雌雄とも75ppm（P雄：7．4mgnig体重／日、P雌：7．8mg／kg体重／日、  

Fl雄：8．6mg／kg体重／日、Fl雌：9．Omg此g体重／日）であると考えられた。繁殖能  

に対する影響は認められなかった。（参照46、67、69）  

表312世代繁殖試験（ラット）で認められた毒性所見  

親：P、児：Fl  親：Fl、児：F2  
投与群  

雄   雌   雄   雌   

親  
300ppm   ・体重増加抑制、摂  ・体重増加抑制、摂  ・体重増加抑制、摂  ・体重増加抑制、摂  

動  
餌量減少   餌量減少   餌量減少   餌量減少  

物  
・腔開口遅延  

75ppm以下  毒性所見なし   毒性所見なし   毒性所見なし   毒性所見なし   

・低体重   ・低体重   ・低体重   ・低体重  
児  

動  
・胸腺及び牌絶対重  ・胸腺及び牌絶対重  ・胸腺及び牌絶対重  ・牌絶対重量減少  

物   
量減少   量減少   量減少  

75ppm以下  毒性所見なし   毒性所見なし   毒性所見なし   毒性所見なし   

30   



（2）発生毒性試験（ラット）  

Wistarラット（一群雌25匹）の妊娠6～19日に強制経口（原体：0、10、25及   

び50mg／kg体重／日、溶媒：0．5％TyloseCB30．000）投与して、発生毒性試験が実   

施された。   

母動物では、50mg／kg体重／日投与群で体重増加抑制が、25mg／kg体重／日以上投   

与群で妊娠子宮を除いた補正体重増加抑制及び摂餌量減少が認められた。  

胎児では、50mg／kg体重／日以上投与群で内臓変異（腎孟拡張）、骨格変異及び   

化骨遅延（頚肋、胸骨分節骨化不全）の発生増加が認められた。  

本試験における無毒性量は、母動物で10mg／kg体重／日、胎児では25mg／kg体   

重／日であると考えられた。（参照47）  

（3）発生毒性試験（ウサギ）  

ヒマラヤンウサギ（一群雌25匹）の妊娠7～28日に強制経口（原体：0、5、10   

及び20mg此g体重／日、溶媒：0．5％TyloseCB30．000）投与して、発生毒性試験が   

実施された。  

母動物では、10mg／kg体重／日以上投与群で全胚吸収母体、体重増加抑制、摂餌   

量減少、妊娠子宮重量減少が認められた。  

胎児では、20mg／kg体重／日投与群で着床後胚死亡率の増加及び生存胎児数の減   

少が、10mg此g体重／日で着床後胚死亡率増加傾向が認められた。   

本試験における無毒性量は、母動物及び胎児で5mg肱g体重／日であると考えられ   

た。催奇形性は認められなかった。（参照48、63）  

13．遺伝毒性試験  

ピラクロストロビンの細菌を用いた復帰突然変異試験、チャイニーズハムスター   

卵巣由来細胞（CHO）を用いたHGPRT遺伝子突然変異試験、チャイニーズハム   

スター肺由来細胞（V79）を用いた染色体異常試験、ラット肝初代培養細胞を用い   

た元仲正和不定期DNA合成（UDS）試験、マウスを用いた小核試験が実施された。   

結果は表32に示されている。試験結果はすべて陰性であったので、ピラクロスト   

ロビンに遺伝毒性はないものと考えられた。（参照49～53）  
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表32 遺伝毒性試験結果概要（原体）  

試験  対象   処理濃度・投与量   結果   

血血  復帰突然変異  

試験   （TA98、TAlOO、  
陰性  

TA1535、TA1537株）  

麒氾貼元通由α妨  

（W？21Jl々A株）   

HGPRT遺伝  チャイニーズハムスター  ①0．625～20．0膵／mL、（＋トS9）   

子突然変異試  卵巣由来細胞（CHO）   ②3．0～8．0トIg／血L（－S9）  
陰性  

験  ③1．25～20．0膵／mL（＋トS9）  

染色体異常試  チャイニーズハムスター  ①6．25～25．0膵／mL（＋／－S9）   

験   肺由来細胞（V79）   陰性       ②3．13～12．5膵／mL（＋S9）  

0．005～0．05膵／mL（－S9）  

UDS試験   ラット初代培養肝細胞   ①0．01～1．0トLg／mL  
陰性   

②0．004～0．5一喝／mL  

J．打lワl′P  小核試験   NMRIマウス（骨髄細胞）  75、150、300mg／kg体重   
陰性  

（一群雌雄各5匹）   （単回経口投与）   

注）＋トS9：代謝活性化存在下及び非存在下   

ピラクロストロビン代謝物であるMOl、MO2、M60、M62及びM76の細菌を  

用いた復帰突然変異試験が実施された。結果は表33に示されており、いずれも  

陰性であったので、これらの代謝物に遺伝毒性はないものと考えられた。（参照  

54～58）  

表33 遺伝毒性試験結果概要（代謝物）  

被験物質   試験   対象  結果   

代謝物MOl   ①20～5，000ドgげレート（＋トS9）  

②4～2，500トLg／プレート（＋S9）   
代謝物MO2   且励血【〟血  

復帰突然変異  20～5，000トLg／プレート（＋／－S9）   

TA1535、TA1537株）  
陰性  

試験  
①20～5，000膵げレ小（＋トS9）  

代謝物M62  且α必（Wア2【JⅢA株）  
②4～2，500膵／プレート（＋トS9）   

代謝物M76  22～5，500トLg／プレート（＋トS9）   

注）＋／－S9：代謝活性系存在下及び非存在下  
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14．その他の試験  

（1）肝過酸化脂質測定試験（ラット）  

ラットを用いた2年間発がん性試験［11．（3）］において、200ppm投与群の雄で肝   

細胞壊死及び腺腫の原因として、肝臓に酸化ストレス的影響があるか検証するため、   

Wistarラット（一群雄10匹）に14または28日間混餌（原体：0、75及び200ppm：   

平均検体摂取量は表34参照）投与して、肝過酸化脂質測定試験が実施された。  

表34 肝過酸化脂質測定試験（ラット）の平均検体摂取量  

投与群  75ppm  200ppm   

平均検体摂取量  14日間   5．3   13．4  

（mg／kg体重／日）  28日間   5．1   13．6   

14日間投与群では200ppm投与群で、28日間投与群では75ppm以上投与群で  

過酸化脂質の減少が認められた。   

ピラクロストロビン投与は肝臓に対して酸化的ストレスを及ぼさないと考えられ  

た。（参照59）  

（2）／〃′／打♂溶血試験  

ラットを用いた90日間亜急性毒性試験［仙（1）］において、検体投与群で貧血が   

認められたが、ピラクロストロビンに直接的溶血作用がないことを確認するため、   

ウサギ赤血球をピラクロストロビン存在下（0．001～0．1％w／v）で2時間インキュ   

ベー卜する、血血加溶血試験が実施された。  

比較的高い濃度（0．1％w／v）のピラクロストロビンと赤血球との懸濁液を2時間   

摸拝した後でも溶血が認められなかったことから、ピラクロストロビンには直接的   

な溶血作用はないと考えられた。（参照60）  

（3）血清及び尿中鉄分析試験（ラット）  

ラットを用いた90日間亜急性毒性試験［10．（1）］において、1，500ppm投与群で   

十二指腸粘膜壁肥厚が認められた。そのメカニズムを検討するために、Wistarラッ   

ト（一群雌雄各10匹）に14日間混餌（原体：0、50、500及び1，500ppm：平均   

検体摂取量は表35参照）投与し、血清及び尿中鉄分析試験が実施された。  

表35 血清及び尿中鉄分析試験（ラット）の平均検体摂取量  

投与群  50ppm   500ppm   1，500ppm   

平均検体摂取量  雄   3．8   33．9   73．9  

（mg此g体重／日）  雌   4．1   37．4   78．3   
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500ppm以上投与群の雌雄で、血清中鉄濃度減少が認められた。血清中トランス  

フェリン及び尿中鉄排泄量については、いずれの投与群においても検体投与の影響  

は認められなかった。   

ラットを用いた90日間亜急性毒性試験［10．（1）］における500ppm以上投与群の  

雌雄で認められた十二指腸肥厚及び粘膜過形成に一致して、血清鉄濃度の減少が認  

められたことから、十二指腸肥厚及び粘膜過形成はピラクロストロビン投与により  

持続性血清鉄欠乏が生じ、鉄吸収要求の克進した結果もたらされたと考えられた。   

本試験において、500ppm以上投与群の雌雄で血清中鉄濃度減少が認められたこ  

とから、血清中鉄濃度の減少に関する無毒性量は50ppm（雄：3．8mg／kg体重／日、  

雌：4．1mg此g体重／日）であると考えられた。（参照61）  

（4）ピラクロストロビン及びビタミンB12同時投与試験（ラット）  

ピラクロストロビン投与による影響（貧血、血清中鉄濃度減少等）が、ビタミン   

B12投与によって抑制されるか検討するため、Wistarラット（一群雄12匹）に28   

日間混餌［原体：0及び1，500ppm（0及98mg此g体重／日に相当）］投与と同時に   

ビタミンB12を皮下（0及び10トIg／個体、1日1回投与）投与する試験が実施された。  

ビタミンB12投与の有無にかかわらず、ピラクロストロビン投与群で体重及び摂   

餌量の減少、RBC、Hb、MCV、MCHC及び血清鉄濃度の減少、PLT増加ならび   

に十二指腸比重量の増加が認められた。また、前胃及び腺胃のpHにピラクロスト   

ロビン投与の影響は認められなかった。  

ピラクワストロビンに起因する貧血、血清鉄濃度の減少及び十二指腸重量増加は、   

ビタミンB12を投与しても抑制されなかったことから、これらの変化はビタミンB12   

またはpHの変化による鉄吸収への影響が原因ではないと考えられた。（参照62）  

（5）BAS505F2及び鉄の同時消化管外投与試験（ラット）  

BAS505F投与によって誘発された十二指腸重量増加が鉄の投与によって抑制さ   

れるか検討するため、Wistarラット（一群雌雄各10匹）を用いて、BAS505F14   

日間（雄）または7日間（雌）混餌L原体：0、500（雌のみ）及び4，500ppmノ（雌   

雄）：平均検体摂取量は表36参照】投与及び鉄錯体（Fe3＋）の筋肉内3投与併用によ   

る、BAS505F及び鉄の同時消化管外投与試験が実施された。  

2ピラクロストロビンの類似化合物である   

dimoxystrobin：（B－2－（methoxyimino）－Nmethyl－2－［α－（2，5・Xylyloxy）－0・tOlyl】acetamide  

3 雄：混餌投与開始0、7、11及び13日後に100mg瓜g体重／日を1日1回   

雌：混餌投与開始2日前～混餌投与開始6日後まで、50血g此g体重／目を1日2回  
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表36 BAS505F及び鉄の同時消化管外投与試験（ラット）の平均検体摂取量  

500 ppm 4，500ppm  
投与群  500ppm  4，500ppm  

＋Fe3＋  ＋Fe3＋  

平均検体摂取量  雄  207   171  

1：BAS505F：mg几g体重／目）  雌   37．7   17，7   191   84．9  

BAS505Fのみの投与群では、いずれも血清中鉄濃度の低下が、鉄錯体の同時投  

与群では、混餌投与開始7日後に雌雄とも血清中鉄濃度の上昇が認められた。十二  

指腸の絶対重量増加及び細胞増殖の増加（PCNA染色で確認）には高い相関性が認  

められた。また、4，500ppm投与群では鉄錯体の同時投与により、細胞増殖の増加  

率及びび漫性過形成の程度が低くなる傾向が認められた。（参照62、67、69、70）  

（6）BAS505F投与による十二指腸粘膜鉄吸収及び輸送への影響試験（ラット）  

BAS505F投与により、貧血と同時に十二指腸粘膜肥厚／過形成が認められた。こ   

の貧血の機序を検討するため、Wistarラット（一群雌5匹）にBAS505Fを混餌（原   

体：0及び4，500ppm）投与し、投与開始24、96及び168時間後に摘出した十二   

指腸の粘膜の一部を反転し、59Fe存在下（4mM）で培養して、十二指腸粘膜鉄吸   

収及び輸送への影響試験が実施された。  

BAS505Fを96及び168時間投与した個体の十二指腸では、59Fe吸収の減少が   

認められた。オートラジオグラフイーの観察では、対照群で59Feが絨毛全域に分布   

していたのに対し、投与群では絨毛上部にのみ分布した。この結果より、ストロビ   

ルリン系薬物投与により、十二指腸における吸収は量的にも吸収面積においても低   

下すると考えられた。  

また、BAS505Fを96時間混餌投与した個体から摘出した十二指腸に59Feを注   

入したところ、20分後には、粘膜内保持量、粘膜輸送量及び全粘膜吸収量が減少し   

たことから、ストロビルリン系薬物投与により、十二指腸粘膜から体内への59Fe輸   

送が抑制されたと考えられる。  

本試験の結果から、ストロビルリン系化合物は、十二指腸における鉄吸収／体内輸   

送の両面を抑制することで血清中鉄濃度の減少をもたらし、この吸収抑制が十二指   

腸粘膜上皮に対する鉄吸収要求克進のネガティブフィードバックとなって、吸収面   

積の拡張を図るため粘膜上皮細胞が増生し、結果的に粘膜肥厚／過形成が生じたと考   

えられた。（参照63）  
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Ⅲ．食品健康影響評価  

参照に挙げた資料を用いて農薬「ピラクロストロビン」の食品健康影響評価を実施   

した。  

ラットを用いた動物体内運命試験の結果、ピラクロストロビンの血祭中Tmaxは0．5   

～8時間であった。投与後48時間で80％TAR異常が主に糞中を介して排泄された。   

組織中の濃度は、胃、腸管、肝臓及び腎臓中において比較的高濃度に分布したが、臓   

器中の放射能は急速に消失した。糞中から検出された主要代謝物はMO8であった。主   

要代謝経路はトリルカーバメート側鎖の八戸脱メトキシ化とそれに続く開裂化合物の   

酸化であった。   

ぶどう、ばれいしょ、小麦及びはくさいを用いた植物体内運命試験が実施された。   

主要成分は親化合物であり、主要代謝物はMO7及びM72であった。また、′J、麦にお   

いて、ピラクロストロビン散布後に展開した部位に対しての移行性は極めて小さかっ   

た。主要代謝経路は、トリル環カーバメート側鎖の」Ⅴ一脱メトキシ化であった。  

野菜及び果実を用いて、ピラクロストロビン及び代謝物MO7を分析対象化合物と   

した作物残留試験が実施された。可食部におけるピラクロストロビンの最高値は、最   

終散布45日後に収穫したみかん（果皮）の1．68mg此gであった。代謝物MO7は多   

くの作物で検出限界以下か検出されても微量であった。  

各種毒性試験結果から、ピラクロストロビン投与による影響は、主に血液及び十二   

指腸に認められた。  

ストロビルリン系化合物の十二指腸への影響の共通のメカニズムとして、これらの   

化合物は食餌中のFe3十とキレート結合し、十二指腸粘膜の鉄描捉タンパクによる捕捉   

を妨げ、′同時に上皮細胞での吸収メタルトランスポータと体内への輸送機構を阻害し、   

血清鉄濃度を低下させるとともに、幹細胞におけるFe2＋のエンドソームからの汲み出   

しを抑制し、強い鉄吸収要求を持続させ、粘膜面積の拡大と細胞増殖活性冗進をもた   

らすと考えられた。ただし、ストロゼルリン系化合物には変異原性がなく、十二指腸   

に対する本毒性には閥値があり、投与を中止すれば完全に回復することが確認されて   

いる。  

したがって、マウス、ラットにおいて発生した十二指腸壁肥厚及び粘膜過形成は、ピ   

ラクロストロビン投与により血清鉄の著しい減少が起こり、十二指腸粘膜上皮における   

鉄吸収要求が冗進される結果、吸収面積の拡張を図るため粘膜上皮細胞が増生して発生   

したものと考えられた。また、ピラクロストロビンの鉄イオンに対するキレート作用は   

認められなかったが、代謝物MO7は弱いキレート作用を示した。  

ラットで認められた赤血球項目及び病理組織学的検査項目の所見から溶血性貧血が   

疑われたが、ピラクロストロビン投与により血清鉄が減少したことから鉄欠乏性貧血が   

示唆されること、マウスで溶血性を示唆する所見が認められず低色素性小球性貧血が認   

められたこと、ウサギ赤血球を用いた血I血溶血性試験において溶血作用が認められ   

なかったことから、総合的に判断した結果、ピラクロストロビンによる貧血は低色素性   

貧血と考えられた。  

36   



神経毒性、発がん性、繁殖能に対する影響及び遺伝毒性は認められなかった。   

発生毒性試験において、ラットでは、内臓変異及び骨格変異の増加が認められたが、  

奇形の増加は認められなかった。ウサギでは胎児に影響は認められなかった。これら  

のことから、ピラクロストロビンに催奇形性はないと考えられた。   

各種試験結果から、農産物中の暴露評価対象物質をピラクロストロビン（親化合物  

のみ）と設定した。   

各試験における無毒性量及び最小毒性量は表37に示されている。  
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表37 各試験における無毒性量及び最小毒性量  

無毒性量  最小毒性量  
動物種   試験  備考   

（mg／kg体重／目）  （mg／kg体重／日）  

ラット  90日間   雄：10．7   雄：34．7   雄：体重増加抑制等  

亜急性毒性  雌：40．8   雌：MCV及びMCH増加等  

試験   

90日間   雄：3．5   雄：16．9   雌雄：摂餌量及び飲水量減少  

亜急性神経  雌：112   等  

毒性試験   （神経毒性は認められない）  

2年間   雄：3．4   雄：9．0   雌雄：体重増加抑制等  

慢性毒性  雌：4．6   雌：12．3  

試験  

2年間   雄：3．4   雄：9．2   雌雄：体重増加抑制等  

発がん性  雌：4．7   雌：12．6   （発がん性は認められない）  

試験  

2世代   親動物及び児動物  親動物   親動物  

繁殖試験   P雄：7．4   P雄：29．0   雌雄：体重増加抑制等  

P雌：7．8   P雌：30．4   児動物：低体重等  

Fl雄：8．6   Fl雄：35．0   （繁殖能に対する影響は認め  

Fl雌：9．0   Fl雌：36．0   られない）  

発生毒性   母動物：10   母動物：25   母動物：補正体重増加抑制等  

試験   胎児：25   胎児：50   胎児：腎孟拡張、頚肋及び胸  

骨分節化骨不全発生増加   

マウス  90日間   雄：9．2   雄：30．4   雄：体重増加抑制等  

亜急性毒性  雌：40．4   雌：胸腺萎縮等  

試験 

18カ月間  雄：4．1   雄：17．2   雌雄：体重増加抑制等  

発がん性  雌：20．5   雌：32．8   （発がん性は認められない）   

試験  

ウサギ  発生毒性   母動物及び胎児：5  母動物及び胎児：  母動物：体重増加抑制等  

試験  10  胎児：着床後胚死亡率増加  

傾向  

（催奇形性は認められない）   

イヌ  90日間   雄：5．8   雄：12．9   雌雄：十二指腸粘膜肥厚等  

亜急性毒性  雌：13．6   

試験   
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動物種   
無毒性量  最小毒性量  

試験  
（mg／kg体重／目）  （mg此g体重／日）   

備考  

1年間   雌雄：5．4   雄：10．8   雄：WBC（多形核好中球、リ  

慢性毒性  雌：11．2  ンパ球）増加等  

試験  雌：体重増加抑制等   

－ニ最小毒性畳または無毒性量は設定できなかった。  

備考：最小毒性量で認められた所見の概要を示す。   

食品安全委員会は、各試験で得られた無毒性量の最小値がラットを用いた2年間慢性  

毒性試験及び2年間発がん性試験の3．4mg／kg体重／日であったことから、これを根拠と  

して、安全係数100で除した0．034mg此g体重／日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。  

0．034mg／kg体重／日  

慢性毒性試験  

ラット  

2年間  

混餌投与  

発がん性試験  

ラット  

2年間  

混餌投与  

3．4mg此g休重／日  

100  

ADI  

（ADI設定根拠資料①）   

（動物種）   

（期間）   

（投与方法）  

（ADI設定根拠資料②）   

（動物種）   

（期間）   

（投与方法）   

（無毒性量）   

（安全係数）  
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代謝物／分解物略称＞  ＜別枇1 ：代調寸間／力明年巧珂略称＞   

略称   化学名   

MOl  NN－bis－［2・［1－（4－ChloropherwD－1Hpyrazol－3－yloxy－methyd－Pherd－diaZene  

」Ⅴ一0Ⅹide   

MO2  NNbis－［2－［1－（4－Chlorophe．nyl）－1Hpyrazol－3－yloxy－methyl］－Phenyl］－diazene   

MO3、  

M79   

Mo4  1－（4－Chlorophenyl）－1Hpyrazol－3－01   

MO5  1－（4－Chlorophenyl）－1Hpyrazol－3－ylhydrogensulphate   

MO6  1－（4－Chlorophenyl）－3－（（2・【（methoxycarbonyl）amino］benzyDoxy）－1Hpyrazol  

－4－ylglucopyranosiduronicacid   

MO7  methylN－（2－〈【1一（4－Chlorophenyl）－1Hpyrazol－3－yl】0Ⅹymethyl）phenyl）  

carbamate   

MO8  methylN－（2－〈［1－（4－Chlorophenyl）－4－hydroxy－1Hpyrazol－3－yi］0ⅩymethyD  

phenyl）carbamate   

M13  1－（4－Chlorophenyl）－5－hydroxy骨（（2－［（methoxycarbonyl）amino］benzy1）0Ⅹy）－1H  

pyrazol－4－ylglucopyranosiduronicacid  

1－（4－Chlorophenyl）－4－hydroxy－3－（〈2－［（methoxycarbonyl）amino】benzyl）0Ⅹy）－1H  

pyrazol－5－ylglucopyranosiduronkacid   

M15  1・（4－Chlorophenyl）－4－hydroxy－3－（（2－【hydroxy（methoxycarbonyl）amino】  

benzy1〉0Ⅹy）－1Hpyrazol－5－ylglucopyranosiduronicacid   

M18  hydroxylatedmethylN（2－（［1－（4－Chlorophenyl）－1Hpyrazol－3－yl】oxymethyl）   

M39  －？－hydroxyphenyl）carbamate   

M19  hydroxylatedmethylN（畠－（［1－（4－Chlorophenyl）－1Hpyr鱒ZOl－3－yl】oxymethyl）  

－？－（sulfoxy）phenyl）carbamate  

sulfo0ⅩylatedmethylN（2－（［1・（4－ChlorophenyD－1Hpyrazolq3－yl］0Ⅹymethyl）  

一？－hydroxyphenyl）carbamate   

M21  hydroxylatedl－（4－Chlorophenyl）－1Hpyrazol－3－01   

M22  2－lmethoxy（methoxycarbonyl）＝amino］benzy1glucopyranosiduronicacid   

M24  2一lm。th。Ⅹy（m。th。ⅩyCafbonyl）＝よmino］benzoicacid   

M25  2・【（methoxycarbonyl）amino］benzy1glucopyranosiduronicacid   

M29  methylN（2－（【1－［4－Chloro－？－（glucopyranuronosyl－0Ⅹy）phenyl］－？－  

（glucopyranuronosyloxy）－1Hpyrazol・3－yl］0Ⅹymethyl）pherwl）Nmethoxy  

Carbamate   

M30  1－（4－chlorophenyl）－3－（（2－lmethoxy（meth0ⅩyCarbonyl）amino】benzyDoxy）－1H  

pyrazol－4・yl】cysteine   

M31  methylN（2－（［1－【4－Chloro－？－（glu甲pyranurOnOSyl－0Ⅹy）phenyl］－1H  

pyrazol－3－yl］0Ⅹymethyl〉phenyl）Nmeth0ⅩyCarbamate   
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M32  methylN（2－〈［1－（4－Chlorophenyl）－1Hpyrazol－3－yl】0Ⅹymethyl〉－？－   

M71  （glucopyranurbnosyl－0Ⅹy）phenyl）carbamate   

M34  methylN－（2－〈［1－（4－Chlorophenyl）－1Hpyrazol－3－yl】0Ⅹymethyl）－？－  

hydroxyphenyl）carbamatc   

M35  hydroxylatedmethylN（2－（［1－（4－Chlorophenyl）－1Hpyrazol－3－yl】0Ⅹymethyl）  

phenyl）Nmethoxycarbamate   

M37  hydroxylatedmethylN（2一〈［1－（4－Chlorophenyl）－1Hpyrazol－3－yl］oxymethyl〉  

－？－（glucopyranuronosyl－0Ⅹy）－phenyl）Nmethoxycarbamate   

M40  methyl？－hydroxy－2－（hydroxymethyl）＝phenylcarbamate   

M44  methy12－（（【1－（4－Chloro．3－hydroxyphenyl）－1Hpyrazol－3－yl］0Ⅹy）methyl）－4－  

hydroxyphenyl）carbamate   

M45  methy12－（〈［1－（4－Chloro－3－hydroxyphenyl）－1Hpyrazol・3－yl】oxy）methyl）＝  

Phenylcarbamate   

M46  1－（4－Chlorophenyl）－3－（（2－［（methoxycarbonyl）amino］benzy1〉0Ⅹy）－1Hpurazol  

－4－ylglucopyranosiduronicacid   

M48  methyl？－hydroxy－2－（sulfooxymethyl）phenylcarbamate  

methy12－（hydroxymethyl）－？－Sulfooxyphenylcarbamate   

M51  2－［（meth0ⅩyCarbonyl）amino】benzoicacic   

M52  glucopyranuronosyloxylatedmethylN（2－（［1一（4－Chlorophenyl）－1Hpyrazol－3－  

yl］0Ⅹymethyl〉－？－hydroxyphenyl）carbamate   

M54  methylN－（2－（［1－（4－Chlorophenyl）一1Hpyrazol・3－yl］0Ⅹymethyl〉－？－  

methoxyphenyl）carbamate   

M55  1－（4－CI止orophenyl）－1Hpyrazol－3－y14－Cl（6－deoxy－mannOpyranOSyl）－Ⅹylo－  

glucopyranoside   

M56  methy12－（（【1－（4－Chlorophenyl）－4－（glucopyranosyloxy）－1Hpyrazol－3－yl】  

oxy）methyl一？－methoxyphenylcarbamate   

M58  methy12－〈［3－hydroxy－1－（4－hydroxyphenyl）－1Hpyrazol－4－yllmethyl）  

phenylcarbamate   

M60  methylN－［2－（1Hpyrazol－3－yl－OXymethyl）phenyl】N－methoxycarbamate   

M62  methylN－［2－（1Hpyrazol－3－yl－0Ⅹymethyl）phenyl］carbamate   

M68  glucopyranosyloxylatedmethylN（2－（［1－（4－Chlorophenyl）－1Hpyrazol－3－yl】  

0Ⅹymethyl）phenyl）Nmethoxycarbamate   

M70  glucopyranosyloxylatedmethy12－（〈【1－（4－Chlorophenyl）－1Hpyrazol－3－yl］  

0Ⅹy）methyl）phenyl－Carbamate   

M72  L－tryPtOPhan   

M76  methylN－（2－［2－（4－Chrolophenyl）－5－OXO－2，5－dihydro－PyraZOl－1－ylmethyl］  

－Phenyl）∧hIlethoxycarbamate   

M78  1－（4－hydroxyphenyl）－1Hpyrazol－3－01   

注）結合「基」の部位が特定できなかった代謝物については、その部位を化学名の中に「サ」で示し  

た。  
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＜別紙2：検査値等略称＞  

略称   名称   

al   有効成分量   

Alb   アルブミン   

ALP   アルカリホスファターゼ   

CIIE   コリンエステラーゼ   

Cm。Ⅹ   最高濃度   

CMC   カルポキシメチルセルロース   

Cre   クレアチニン   

DMSO  ジメチルスルホキシド   

FOB   機能観察総合検査   

Glob   グロブリン   

Glu   グルコース（血糖）   

Hb   ヘモグロビン（血色素量）   

Ht   ヘマトクリット値   

LC50   半数致死濃度   

LD50   半数致死量   

MCH   平均赤血球血色素量   

MCHC  平均赤血球血色素濃度   

MCV   平均赤血球容積   

MWC   最大容水量   

PCNA  増殖性細胞核抗原   

PHI   最終使用から収穫までの日数   

PLT   血小板数   

PT  プロトロンビン時間   

RBC   赤血球数   

Tl／2   消失半減期   

TAR   総投与（処理）放射能   

T．Bil   総ビリルビン   

T．Chol  総コレステロール   

TG   トリグリセリド   

Tmax   最高濃度到達時間   

TP   総蛋白質   

TRR   総残留放射能   

Ure   尿素   

WBC   白血球数   
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＜別紙3：作物残留試験成績＞  

作物名  
試験   

残留値（mg／kg）  

（分析部位）  代謝物MO7  

実施年度  圃場 数  使用量 （ga∽la）  回数 （回）  PHI （目）         ヒ○ラクロストロビン          最高値  平均値  最高値  平均値   

はくさい   3   1．64  0．680  0．053  0．020   

（茎葉）  4   133WP   3  7   1．44  0．695  0．053  0．020   

2〔旧0、2001年度  14   1．13  0．384  0．041  0．014   

なす  0．12  

（果実）  2   134WDG   3   3  0．05  

2007年度  7  ＜0．05   

きゅうり   0．073  0．089  ＜0．005  ＜0．005   

（果実）  2  133～152WP  3   7   0．019  0．014  ＜0．005  ＜0．005   

1999年度  14  0，007  0．006央  ＜0．005  ＜0．005   

かぼちゃ   0．058  0．045  ＜0．005  ＜0．005   

（果実）  2   100Wア   3   7   0．017  0．015  ＜0．005  ＜0．005   

2000年度  14  0．020  0．013  ＜0．005  ＜0．005   

すいか  ＜0．05  

（果実）  2   134WDG   3   3  ＜0．05  

2007年度  7  ＜0．05   

みかん  
150′）  

45  

（果肉）  4  
238WDG   

3   58－60  

2007年度  72－75   

みかん  
150′－－  

45  1．68  

（果皮）  4  
238WDG   

3   58－60  

2007年度  72－75  

なっみかん  
170′）  

14  0．37  

（果実全体）  2  
204WDG   

3  21  0．37  

2006年度  28  0．22   

かぼす  14  0．09  

（果実）  238WDG   3  28  0．09  

2006年度   42  0．09   

すだち  14  

（果実全体）  218WDG   3  21  0．05  

2007年度   28   

りんご   0．258  0．222  0．017  0．014   

（果実）  2  417／）400Wl’  3   7   0．209  0．179  0．023  0．017   

2000年度  21  0．079  0．046  0．024  0．017 

りんご   0．357  0．228  0．046  0．028   

（果実）  2  417～400SE  3   7   0．285  0．168  0．059  0．034   

2000年度  14  0．212  0．114  0．052  0．029   

なし   1   0．660  0．538  0．022  0．017   

（果実）  2   200Wア   3  7   0．398  0．304  0．023  0．018   

2000年度  21  0．174  0．071☆  0．020  0．011☆   

なし   0．305  0．242  0．012  0．010☆   

（果実）  2  109′）146SE  3   7   0．207  0．158  0．017  0．012   

2000年度  14  0．277  0．172  0．014  0．009   
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作物名  
試験   

残留値（mg／kg）  

（分析部位）  代謝物MO7  

実施年度  圃場 数  使用量 （ga∽la）  回数 （回）  PHI （日）         ビラクロストロビン          最高値  平均値・  最高値  平均値   

もも  
＜0，005  

（果肉）  

7  

2   

14  
2002年度   

2   1白7SE  
21  

もも  
4．22  

（果皮）  

7  3．11  
2   

14  1．41  
2002年度  

21  1．47   

ネクタリン   0，39  0．28  ＜0．05  ＜0．05   

（果実）  

136～  
2  

170WDG   
2   7   0．34  0．26  ＜0．05  ＜0．05   

2004年度  14   0．24  0．13  ＜0．05  ＜0．05   

すもも  
7  

（果実）  2   136WDG   
14  

2007年度  

2  

21  

28   

7  0．37  

1   170WDG   2  21  0．18  

うめ  28  0．09   

（果実）  7  0．55  

2006年度  
238WDG   

14  0．30  
2  

21  0．19  

28  0．13   

おうとう   0．904  0．625  0．051  0．040   

（果実）  2   182SE   3   3   0．700  0．518  0．039  0．034   

2000年度  7   0．490  0．412  0．037  0．031   

ぶどう（小粒種）   7   1．01  0．824  0．012  0．011   

（果実）  2  200～233Wp  3  14   0．9？  0．850  0．014  0．012   

2000年度  21   1．20   1．01  0．016  0．014   

ぶどう（小粒種）   14  0．779  0．769  0．015  0．015   

（果実）  200Wp   3  21  0．798  0．782  0．014  0．014   

2001年度  26  0．540  0．534  0．009  0．009   

ぶどう（大粒種）   7   0．373  0．262  0．005  0．005央   

（果実）  2  200～267Wア  3  14  0．308  0．265  ＜0．005  ＜0．005   

2000年度  21  0．325  0．243  ＜0．005  ＜0．005   

かき  
0．22  

（果実）  2   102WDG   
7  0．16  

2003年度  

2   

14  0．15  

21  0．14   

注）WP：水和剤、SE：SE剤、WDG：WDG剤（ドライフロアブル剤）   

・一部に定量限界未満を含むデータの平均を計算する場合は、定量限界値を検出したものとし  

て計算し、☆を付した。   

・すべてのデータが定量限界未満の！象合は定量限界値に＜を付して記載した。   

・代謝物MO7の残留値は、ピラクロストロビンに換算して記載した。換算係数は  

ピラクロストロビン／代謝物MO7＝1．08  

44   



＜別紙4：推定摂取量＞  

国民平均  小児（1～6歳）  妊婦  
高齢者  

作物名   
残留値  （65歳以上）  

（mg／kg）  仔   摂取量   だ   摂取量   什   摂取量   圧   摂取量  

（g／人／日）  （膵／人／目）  （g／人／日）  （膵／人／日）  （g／人／目）  （膵／人／日）  （g／人／日）  （囲／人／日）   

はくさい   0．695  29．4   20．4   10．3   7．16   21．9   15．2   31．7   22．0   

なす   0．08   4．0   0．32   0．9   0．07   3．3   0．26   5．7   0．46   

きゅうり   0．089   16，3   1．45   8．2   0．73   10．1   0．90   16．6   1．48   

かぼちや   0．045   9．4   0．42   5．8   0．26   6．9   0．31   11．5   0．52   

みかん   0．005  41．6   0．21   35．4   0．18   45．8   0．23   42．6   0．21   

なっみかん   0．25   0．1   0．03   0．1   0．03   0．1   0．03   0．1   0．03   

その他の  
0．09   0．4   0．04   0．1   0．01   0．1   0，01   0．6   0．05   

かんきつ  

りんご   0．228   35．3   8．05   36．2   8．25   30．0   6．84   35．6   8．12   

日本なし   0．538   5．1   2．74   4．4   2．37   5．3   2．85   5．1   2．74   

ネクタリン   0．28   0．1   0．03   0．1   0．03   0．1   0．03   0．1   0．03   

うめ   0．48   1．1   0．53   0．3   0．14   1．4   0．67   1．6   0．77   

おうとう   0．625   0．1   0．06   0．1   0．06   0．1   0．06   0．1   0．06   

ぶどう   0．85   5．8   4．93   4．4   3．74   1．6   1．36   3．8   3．23   

かき   0．15   31．4   4．71   8   1．20   21．5   3．23   49．6   7．44   

みかんの皮  0．93   0．1   0．09   0．1   0．09   0．1   0．09   0．1   0．09   

合計  44－0  24．3  32．1  47．3   

注）・残留値は、申請されている使用時期・回数のうち各試験区の平均残留置の最大値を用いた   

・唯」：平成10～12年の国民栄養調査（参照82～84）の結果に基づく農産物摂取量（g／人／日）   

・「摂取量」：残留値から求めたピラクロストロビンの推定摂取量（膵／人／目）   

・「その他のかんきつ」は、かぼす、すだちのうち残留値の高いかぼすの値を用いた   

・すいか、もも及びすももについては、すべての時期で定量限界未満ko．005または＜0．05）であっ  

たことから、推定摂取量の合計には含まれていない  
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BASF毒性研究所（独）、1999年、未公表  

45 ピラクロストロビンのB6C3Flマウスにおける18ケ月間経口発がん性試験（GLP対応）：   

BASf、毒性研究所（独）、1999年、未公表  

46 ピラクロストロビンのラットを用いた繁殖毒性試験（GLP対応）：BASF毒性研究所（独）、   

1999年、未公表  
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59ラットにおけるメカニズム試験（酸化ストレス的影響）：BASF毒性研究所（独）、2003   

年、未公表  

60invitro溶血試験（スクリーニング試験）：BASF毒性研究所（独）、2003年、未公表  

61ラットにおけるメカニズム試験（血清及び尿中鉄分析）：BASF毒性研究所（独）、2003   

年、未公表  

62ラットに対するBAS500Fの混餌投与及びビタミンB12同時皮下投与試験：BASF毒性研究   

所（独）、2003年、未公表  

63Wistar系ラットに対するBAS505Fの混餌投与及び鉄の同時消化管外投与試験（Gl」P対   

応）：BASF毒性研究所（独）、2002年、未公表  

64BAS505F‥混餌投与によるWistar系雌ラットにおける粘膜鉄輸送への影響試験（GLP対   

応）：BASF毒性研究所（独）、2（）03年、未公表  

65食品健康影響評価について   

（URL＝http：〟www．臨c．gojpnlyOukanlynly－uke－bunsyo－43．pdf）  

66第21回食品安全委員会   

（URL：http：／毎ww．伝c．go．jp／iinkai／i－dai21／index．html）  

67第5回食品安全委員会農薬専門調査会   

（URL：http‥〟www．fkgo．jp／senmon／nouyaku／n－dai5／index．html）  

68 ピラクロストロビンの安全性評価資料の追加提出について：BASFアグロ株式会社、2004   

年、未公表  

69第12回食品安全委員会農薬専門調査会   

（URL＝http：／／www．fbc．go．jp／senmon／nouyaku／n・dai12／index．html）  

70 ピラクロストロビン安全性評価資料の追加提出について：BASFアグロ株式会社、2004年、   

未公表  

71ストロビルリン系化合物（ピラクロストロビン、オリサストロビン）の十二指腸肥厚／過形   

成の総合考察：BASflアグロ株式会社、2004年、未公表  

72第32回食品安全委員会農薬専門調査会   

（URL：http：／／www．fgc．go．jp／senmon／nouyaku／n－dai32／index．html）  

73第112回食品安全委員会   

（URL：http：／／www．伝c．go．jp／iinkai／i－dail12／index．html）  

74食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）の一部を改正する件（平成18   

年8月25日付、厚生労働省告示第473号）  

75農薬抄録ピラクロストロビン（殺菌剤）（平成20年9月30日改訂）：BASFアグロ株式会   

社、2008年、一部公表予定  

76 ピラクロストロビンの作物残留試験成績：（財）日本食品分析センター、2003～2007年、未   

公表  

77ピラクロストロビンの作物残留試験成績：（財）目曹分析センター、2003～2007年、未公表  

78ピラクロストロビンの作物残留試験成績：BASFアグロ株式会社、2006～2007年、未公表  

79食品健康影響評価について  

49   



（URL：http：〟www．fkgojpnlyOukanlynly－uke－PyraClostrobin＿201209・Pdf）  

80第266回食品安全委員会   

（URL：http：〟www．fbc．go．jp／iinkai／i－dai266／index・html）  

81第48回食品安全委員会農薬専門調査会幹事会   

（URL：http：〟www．魚c，gOjp／senmon／nouyaknJkanjikaLdai48／index・html）  

82国民栄養の現状一平成10年国民栄養調査結果－：健康・栄養情報研究会編、2000年  

83国民栄養の現状一平成11年国民栄養調査結果－：健康・栄養情報研究会編、2001年  

84国民栄養の現状一平成12年国民栄養調査結果－：健康・栄養情報研究会編、2002年  

50   



ピラクロストロビン（案）  

1．品目名：ピラクロストロビン（Pyraclostrobin）  

2．用途：殺菌剤  

ストロビルリン系殺菌剤である。植物病原菌内のミトコンドリア内のシトクローム   

電子伝達系を阻害し、胞子発芽及び菌糸伸長を阻害することで作用すると考えられて  

いる。  

3．化学名：  

methylN－（2－［1－（4－Chlorophenyl）－1Hrpyrazol－3－yloxymethyl］phenyl）（N－  

rnethoxy）carbamate（IUPAC）  

methyl［2－［［［1－（4－Chlorophenyl）－1H－pyraZOl－3ryl］0Ⅹy］methyl］phenyl］  

methoxycarbamate （CAS）  

4．構造式及び物性  

c・⑤N3／。ニ乳0、。H。  
0  

分子式  C19H18CIN304  

分子量  387．8  

水溶解度  2．4mg／L（20℃）  

分配係数  logl。Pow＝3．99  

（メーカー提出資料より）  
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5．適用病害虫の範囲及び使用方法   

本薬の適用病害虫の範囲及び使用方法は以下のとおり。  

作物名  となっているものについては、今回農薬取締法（昭和23年法律第82号）に基  

づく適用拡大申請がなされたものを示している。  

（1）20．0％ピラクロストロビン水和剤  

ヒ○ラクロストロビン  

作物名   
適用  

希釈倍数  使用液量   使用時期   
本剤の  

病害虫名  
を含む農薬の  

使用回数   
総使用回数   

り ん ご  斑点落葉病  3000倍   
200′～700  

な  し   黒斑病   5000倍   
L／10a   

ぶ ど う   べと病  収穫7目前まで   
3回以内  散 布  3回以内  

きゆうり  うどんこ病   
4000倍  100～300  

かぼちや   うどんこ病   
L／10a   

はくさい   べ と 病  収穫3日前まで   

（2）9．1％ピラクロストロビン・18．2％ボスカリド水和剤（SE剤）  

ヒ○ラクロれロビン  

作物名   
適用  

希釈倍数  使用液量  使用時期   
本剤の  

病害虫名  
を含む農薬の  

使用回数   
総使用回数   

斑点落葉病  

黒星病  

うどんこ病  
りんご  

黒点病  

炭症病  

褐斑病   
2500倍  200～700  

L／10a   
3回以内  散布  3回以内   

まで  
3回以内   

黒斑病  

黒星病  
なし  

うどんこ病  

輪紋病   

おうとう  灰 星 痛  2000倍   
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（3）6．8％ピラクロストロビン・13．6％ボスカリド顆粒水和剤  

適用  
ヒ○ラクロストロビン  

作物名   病害虫名   
希釈倍数  使用液量  使用時期   本剤の   使用    を含む農薬の  

使用回数   方法  
総使用回数   

斑点落葉病  

黒星病  

褐斑病  
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④6．7％ピラクロストロビン・26．7％ボスカリド顆粒水和剤  

ヒ○ラクロストロビン  
適用  

作物名   病害虫名   
希釈倍数  使用液量  使用時期  本剤の 使用回数  使用 方法   を含む農薬の 総使用回数  ボ 

絶佳用回数   

なす  すすかび病   

炭症病  
100′－一  

1500倍  収穫前日  3回以内   

300L／10a  まで   
つる枯病   

かぼちや  うどんこ病   

6．作物残留試験   

（1）分析の概要   

①分析対象の化合物  

・ピラクロストロビン  

・methylN－（2一（［l－（4－Chlorophenyl）  

－1H－pyraZOト3－yl］0Ⅹymethyl）phenyl）  

carbamate（以下、代謝物MO7）  

c，一愈一雨  

【代謝物MO7】  

②分析法の概要  

試料にメタノールを加えて抽出し、多孔性けいそう土カラムに移し、ヘキサンで   

溶出する。NH2シリカミニカラム等を用いて精製した後、高速液体クロマトグラフ   

（HPLC）を用いて定量する。  

定量限界 ピラクロストロビン：0．005～0．05ppm  

代謝物 M O 7：0．005～0．05ppm  

（2）作物残留試験結果  

①ぶどう  

小粒種ぶどう（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20．0％水和剤のヱ♂〝  

㈱を3回散布（300、350L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量注   

1）は以下のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  
注2）  

ピラクロストロビン：1．00、1．19 ppm  

代謝物 M O 7：0．013、0．015ppm   

小粒種ぶどう（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、20．0％水和剤の昆♂♂♂  

仔凍原瀦を3回散布（300L／10a）したところ、散布後14～26日の最大残留量注1）は  
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以下のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

ピラクロストロビン：0．782ppm  

代謝物 M O 7：0．015ppm   

大粒種ぶどう（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20．0％水和剤のヱ仇〃  

㈱を3回散布（300、400L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量注  

1）は以下のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  
注2）  

ピラクロストロビン：0．370、0．278ppm  

代謝物 M O 7：0．005、く0．005ppm  

② りんご  

りんご（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20．0％水和剤の3，000倍希   

釈液を3回散布（625、600L／10a）したところ、散布後1～21日の最大残留量注1） は   

以下のとおりであった。  

ピラクロストロビン：0．257、0．204ppm  

代謝物 M O 7：0．020、0．022ppm   

りんご（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、9．1％水和剤の2，500倍希  

釈液を3回散布（625、600L／10a）したところ、散布後1～14日の最大残留量注1）は  

以下のとおりであった。  

ピラクロストロビン：0．178、0．348ppm  

代謝物 M O 7：0．030、0．054ppm  

③なし  

なし（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20．0％水和剤の昆♂仇り算希厨   

靡を3回散布（300L／10a）したところ、散布後1～21日の最大残留量注1）は以下のと   

おりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

ピラクロストロビン：0．437、0．648ppm  

代謝物 M O 7：0．020、0．020ppm   

なし（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、9．1％水和剤の2，500倍希釈  

液を3回散布（300、400L／10a）したところ、散布後1～14日の最大残留量注1） は以  

下のとおりであった。  

ピラクロストロビン：0．298、0．220ppm  

代謝物 M O 7：0．016、0．012ppm  
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（参おうとう   

おうとう（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、9．1％水和剤の2，000倍   

希釈液を3回散布（400L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量注1）は以下   

のとおりであった。  

ピラクロストロビン：0．900、0．554ppm  

代謝物 M O 7：0．039、0．050ppm  

⑤ もも  

もも（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、 且ノ％水府劇物之仇形店須原瀦   

を2脚〔如α〟他ノしたところ、散布後1～21日の最大残留量注1）は以下のとお   

りであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

ピラクロストロビン：く0．005、く0．005ppm  

代謝物 M O 7：〈0．005、く0．005ppm   

もも（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、且ノ％水府痢勿Zα形店盾靡凝  

を2聯β♂此〃ぬノしたところ、散布後1～21日の最大残留量注1）は以下のとお  

りであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

ピラクロストロビン：4．10、1．08ppm  

代謝物 M O 7：0．16、く0．05ppm  

⑥ネクタリン   

ネクタリン（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、6．8％顆粒水和剤の2，000   

倍希釈液を2回散布（400、500L／10a）したところ、散布後1～14日の最大残留量注  

1）は以下のとおりであった。  

ピラクロストロビン：0．29、0．38ppm  

代謝物 M O 7：〈0．05、く0．05ppm  

⑦かぼちや   

かぼちや（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20．0％水和剤のAα牲仔   

希紆狩を3回散布（150L／10a）したところ、散布後1～14日の最大残留量注1）は以下   

のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

ピラクロストロビン：0．056、0．042ppm  

代謝物 M O 7：〈0．005、〈0．005ppm  

⑧きゆうり  

きゆうり（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20．0％水和剤の昆クβ♂   

好希靡瀦を3回散布（200、201～228L／10a）したところ、散布後1～14日の最大残  

－6－   



留量注1）は以下のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われてい  

ない。 注2）  

ピラクロストロビン：0．072、0．072ppm  

代謝物 M O 7：く0．005、く0．005ppm  

⑨はくさい  

はくさい（茎葉）を用いた作物残留試験（2例）において、20．0％水和剤のヱ仇押   

店須原瀦を3回散布（200L／10a）したところ、散布後3～14日の最大残留量注1）は以   

下のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

ピラクロストロビン：1．59、0．252ppm  

代謝物 M O 7：0．048、0．018ppm   

はくさい（茎葉）を用いた作物残留試験（2例）において、20．0％水和剤のユ仇財  

店須原瀦を3回散布（200L／10a）したところ、散布後3～14日の最大残留量注1）は以  

下のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。注2）  

ピラクロストロビン：0．358、1．34 ppm  

代謝物 M O 7：く0．005、0．019ppm  

⑩匝司  

かき（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、6．8％顆粒水和剤の2，000倍   

希釈液を2回散布（300L／10a）したところ、散布後1～21日の最大残留量注1）は以下   

のとおりであった。  

ピラクロストロビン：0．12、0．22ppm  

代謝物 M O 7：く0．05、く0．05ppm  

⑪巨司  

うめ（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、6．8％顆粒水和剤の2，000倍   

希釈液を2回散布（500、700Ⅰノ10a）したところ、散布後7～28日の最大残留量注1）   

は以下のとおりであった。  

ピラクロストロビン：0．36、0．55ppm  

代謝物 M O 7：分析せず  

⑫  すもも   

すもも（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、 6．8％顆粒水和剤の2，000  

倍希釈液を2回散布（400L／10a）したところ、散布後7～28日の最大残留量注1）は以  

下のとおりであった。  

ピラクロストロビン：く0．05、く0．05ppm  

代謝物 M O 7：分析せず  
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⑬みかん   

みかん（果肉）を用いた作物残留試験（4例）において、 6・8％顆粒水和剤の2，000   

倍希釈液を3回散布（440、700、550、700L／10a）したところ、散布後45～75日の   

最大残留量注1）は以下のとおりであった。  

ピラクロストロビン：く0．005、0．007、く0．005、0・006ppm  

代謝物 M O 7：分析せず  

みかん（果皮）を用いた作物残留試験（4例）において、6．8％顆粒水和剤の2，000   

倍希釈液を3回散布（440、700、550、700L／10a）したところ、散布後45～75日の   

最大残留量注1）は以下のとおりであった。  

ピラクロストロビン：0．96、1．34、0．80、1．63ppm  

代謝物 M O 7：分析せず  

⑭なっみかん  

なっみかん（果実全体）を用いた作物残留試験（2例）において、6．8％顆粒水和剤   

の2，000倍希釈液を3回散布（600、500L／10a）したところ、散布後14～28日の最   

大残留量注1）は以下のとおりであった。  

ピラクロストロビン：0．37、0．28ppm  

代謝物 M O 7：分析せず  

⑮すだち   

すだち（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、6．8％顆粒水和剤の2，000   

倍希釈液を3回散布（700L／10a）したところ、散布後14～42日の最大残留量注1）は   

以下のとおりであった。  

ピラクロストロビン：0．09ppm  

代謝物 M O 7：分析せず  

⑯かぼす   

かぼす（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、 6．8％顆粒水和剤の2，000   

倍希釈液を3回散布（640L／10a）したところ、散布後14～28日の最大残留量注1）は   

以下のとおりであった。  

ピラクロストロビン：0．05ppm  

代謝物 M O 7：分析せず  

⑰なす   

なす（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、 6．7％顆粒水和剤の1，500倍   

希釈液を3回散布（300L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量注1）は以下  
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のとおりであった。  

ピラクロストロビン：0，06、0．12ppm  

代謝物 M O 7：分析せず  

⑩すいか   

すいか（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、 6．7％顆粒水和剤の1，500   

倍希釈液を3回散布（300L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量注1）は以   

下のとおりであった。  

ピラクロストロビン：く0．05、く0，05ppm  

代謝物 M O 7：分析せず  

なお、これらの試験結果の概要については、別紙1を参照。  

注1）最大残留量：当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を  

最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を実施し、それぞ  

れの試験から得られた残留量。  

（参考：平成10年8月7目付「残留農薬基準設定における暴露評価の精密化に関する意見具申」）  

注2）適用範囲内で実施されていない作物残留試験については、適用範囲内で実施されていない  

条件を斜体で示した。  

7．ADIの評価  

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号の規定に基づき、   

平成20年12月9日付け厚生労働省発食安第1209002号により食品安全委員   

会あて意見を求めたピラクロストロビンに係る食品健康影響評価について、以下のとお   

り評価されている。  

無毒性量：3．4mg／kg体重／day  

設定根拠   ①   ②   

（動物種）   ラット   ラット   

（投与方法）   混餌   混餌   

（試験の種類）   慢性毒性試験   発がん性試験   

（期間）   2年間   2年間   

安全係数：100  

ADI：0．034m  
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8．諸外国における状況  

2003年にJMPRにおける毒性評価が行われ、ADIが設定されており、キャベツ、  

りんご等に国際基準が設定されている。  

米国、カナダ、欧州連合（EU）、オーストラリア及びニチージーランドについて調   

査した結果、米国においてぶどう、らっかせい等に、カナダにおいてブロッコリー、   

マンゴー等に、EUにおいてかんきつ類、豆類等に、オーストラリアにおいてりんご、   

ぶどう等に、ニュ ージーランドにおいてぶどう、キウイ一等に基準値が設定されてい  

る。  

9．基準値案  

（1）残留の規制対象  

ピラクロストロビン本体のみ   

一部の作物残留試験において、ピラクロストロビン及び代謝物MO7の分析が行わ  

れているが、代謝物MO7は全体的に見て残留量が微量であることから、規制対象と  

してはピラクロストロビン本体のみとすることとした。   

なお、食品安全委員会によって作成された食品健康影響評価においては、暴露評価  

対象物質としてピラクロストロビン（親化合物のみ）と設定されている。  

（2）基準値案  

別系氏2のとおりである。  

（3）暴露評価  

各食品について基準値案の上限まで又は作物残留試験成績等のデータから推定され   

る量のピラクロストロビンが残留していると仮定した場合、国民栄養調査結果に基づ   

き試算される、1日当たり摂取する農薬の量（推定1日摂取量（EDI））のADIに   

対する比は、以下のとおりである。詳細な暴露評価は別紙3参照。  

なお、本暴露評価は、各食品分類において、加工・調理による残留農薬の増減が全   

くないとの仮定の下におこなった。  

EDI／ADI（％）注）   

国民平均   24．1   

幼小児（1～6歳）   49．3   

妊婦   16．7   

高齢者（65歳以上）   26．5   

注）作物残留試験成績がある食品についてはEDI試算、それ以外の食品に   

ついてはTMDI試算（基準値案×摂取量）を行った。  

高齢者については畜産物、妊婦については家きんの卵類の摂取量データ   

がないため、国民平均の摂取量を参考とした。  
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（別紙1）  

ピラクロストロビン作物残留試験一覧表  

試験  試験条件  最大残留量（ppm）  

農作物   圃場数  剤型   使用量・使用方法  回数  経過日数   【ピラクロストロビン】  

ぶどう（小粒種）  2   20．0％水和剤   
3000倍散布   圃場A：1．00（3回，7日）（＃）   

（果実）  
3回  7，1も21日        300．350L／10a    圃場B：1．19（3回，21日）（＃）   

ぶどう（′ト粒種）  20．0％水和剤   3000倍散布 300L10 

圃場A：0．782（3回，21日）（＃）   

（果実）   
／a   

ぶどう（大粒種）  2   3000倍散布   圃場Å：0．370（3回，7日〉（＃）   

（果実）  

20．0％水和剤  300，400L／10a  3回  7，14，21日            圃場B：0．323（3回，21日）（＃）   

りんご   3000倍散布   圃場A：0．257   

（果実）  

2   20．0％水和剤  呈回  旦，7，21日        625，600L／10a    圃場B：0．204（3回，7日）   

りんご   2500倍散布  呈回  1721日   
圃場A：0．178   

2   9．1％水和剤  
（果実）  

625，600L／10a  圃場B：0．348   

なし   圃場A：0．437（3回，1日）（拝）   
2   20＿0％水和剤   

（果実）  
3000倍散布  3回  1，7，21日        300L／10a    圃場B：0．648（3回，1日）（＃）   

なし   2500倍散布   圃場A：0．298   
2   9．1％水和剤  呈回  ム7，14日  

（果実）  
300，400L／10a  圃場B：0．220   

おうとう   2   
9．1％水和剤   2000倍散布  旦回  l，3，7日  圃場A：0．900   

（果実）  

もも   2000倍散布  2回  1，7，14，21日   
圃場A：〈0．005（2回，1日）（＃）   

2   9．1％水和剤  
（果肉）  

300L／10a  圃場B：く0．005（2回，1日）（＃）   

もも   2000倍散布  2桓］  1，7，14，21日   
圃場A：4．10（2回，1日）（＃）   

2   9．1％水和剤  
（果皮）  

300L／10a  圃場B＝1．08（2回，7日）（＃）   

ネクタリン   圃場A：0．29（2回，7日）   
2  6，8％！頂粒水和剤  2000倍散布  三回  1714日  

（果実）  
圃場B：0．38   

かぼちや   
2   

3000倍散布  3回  1，7，14日   
圃場A：0．056（3回，1日）（＃）   

20．0％水和剤  
（果実）  

150L／10a  圃場B：0．042（3回，1日）（射   

きゆうり   圃場A：0．072（3回，1日）（＃）   

（果実）  
2   20．0％水和剤  3000倍散布  3回  1，7，14日        200，201－228L／10a  圃場B二0．072（3回，1日）（＃）   

はくさい   3000倍散布  3回  3，7，14日   
圃場A：1．59（3回，3日）（＃）   

2   20＿0％水和剤  
（茎葉）  

200L／10a  圃場B：0．252（3回，7日）（＃）   

はくさい   3000倍散布   圃場A：0．358（3回，14日）（＃）   
2   20．0％水和剤  

（茎葉）  
200L／10a  3回  3，7，14日            圃場B：1，34（3軌7日）（＃）   

かき   2000倍散布  呈回  ム7，14，21日   
圃場A：0．12   

2  6，8％顆粒水和剤  300L／10a  
（果実）  

圃場B：0．22   

うめ  2  6．8％顆粒水和剤  2000倍散布 500，700L／1Da  呈回  7，21，28日  圃場A         ヱ，14，21，28日  圃場8  
（果実）  

すもも   2000倍散布  呈回  エ14，21，28日   
圃場Aニく0．05   

2  6．8％顆粒水和剤  400L／10a  
（果実）  

圃場B：く0．05   

45，60，74日  圃場A  6（3回，74日）  

みかん  2000倍散布  45．60，75日    7（3回，60日）  
4  6．8％顆粒水和剤   440，700，550，  

（果肉）  700L／10a   坐，58，72日    05  
坐，60，75日  圃場D  6   

45，60，74日  圃場A  （3回，74日）  

みかん  2000倍散布  45，60，75日  
4  6．8％顆粒水和剤   440，700，550，  

（呆皮）  700L／10a   45，58，72日  圃場C：0．80  
坐，60，75日  圃場D：1．63   

なっみかん   2000倍散布   圃場A：0．37   
2  6．8％額粒水和剤    呈回  14，21，28日  

（果実全体）  
圃場B：0．28   

すだち  2000倍散布 700L10a  呈回  主も28，42日   
圃場A：0．09（3回，14日）   

ロ  6．8％顆粒水和剤  ／  

（果実）  

かぼす  2000倍散布  圃場A＝0．05（3回，21日）   
ロ  6．8％顆粒水和剤  640L／10a   旦回  lも21，28日  

（果実）  

なす   1500倍散布  呈回  上，3，7日   
圃場A：0．06   

2  6．7％顆粒水和剤  300L／10a  
（果実）  

圃場B：0．12   

すいか   1500倍散布  呈回  上，3，7日   
圃場A：〈0．05   

2  6．7％顆粒水和剤  300L／10a  
（果実）  

圃場B：〈0．05   

最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付している。  
（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  
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（別紙2）  農薬名  ピラクロストロビン   

作物残留試験成績   

1．59（＃），0．252（＃）／  

0．056（軌0．042（＃）  

丁
・
 
 
 



（別紙2）  農薬名  ピラクロストロビン   

オレンジ（ネーブルオレンジを含む）   

グレープフルーツ  

他のベリー類果実   
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（別紙2）  ピラクロストロビン   農薬名  

（‡）これらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。  
（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  
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幼小児  高齢者  

食品群   
妊婦 TトⅢⅠ  妊婦 EDI   （65歳以上）  

基準値案 （ppm）  暴露評価に 用いた数値 （ppm）  国民平均 T祀）Ⅰ  国民平均 EDI   （1～6歳） TMDI  幼小児 （1～6歳） EDI          TMDI  高齢者 ！（65歳以 

0 2  0．0   いち三ヾ  0 5  016  
2   01   0 2   0 2  0，1   ラズベリー    0 78         01       0 2  

13  ●  01  0．1   ブラックベリー       13    01  01      01  
O. 0i 0 0  0．0   ブルーベリー  四  0 34       01       0 0  

0．1   ハックルベリー  13  ●   13  01ミ   01  01  
01   01   0．1   0．1   その他のベリー類果実  13  ●   13        01  01  0．1  
6．4   13．2   4．8   4．8   1．8   11．4   4．2   ぶどう  3  1095  
5．3   5，6   1．4   15．1   3．7   34．7   8．4   かき  0．7  0．17  
0 3   0. 2i 0. 21 0. 2i 0．2   0．4   0．4   バナナ  0 02  ●   002  

0 05  ●  0．0   O. Oi O. Oi 0．0   0．0   0．0   パパイヤ        005              0．0  
0 05  ●  O. Oi O. Oi O. Oi O. Oi O. Oi O. Oi 0．0   マン′ゴー        005  
0 3  ●  O. 0i O. 0i 0．0   ひまわりの種子        03    0 0  0 0  0 0        0 0  

0 04  ●  O. Oi 0．0   O. Oi 0．0   くり        004  
0．0   0. 01 0．0   0．0   0．0   0．0   0．0   ペカン  0 02  ●   0．02  
0．0   O. 0i 0．0   0．0   0．0   0．0   アーモンド  0 02  ●   0．02             0．0  

0 04  ●  O. 0i O. Oi O. Oi O. Oi O. Oi O. Oi 0．0   くるみ        0 04  
0．0   0．1   0．0   0．1   0．0   0．1   0．0   その他のナッツ類  ロ  0．22  
0．1   0．0   0．0   0．5   0．0   0．4   0．0   コーヒー且  0．3  0．025  

15   4  0．4   1．5   0．4   1．5   0．4   ホップ          1．5  0．4  
29  2 9   2 9   2 9   その他のスパイス  29  ●        2 9         2 9  
29  2. gi 2 9   2 9   2．9   その他のハーブ  29  ●        2 9        2 9  2．9  

3、6   16. 5i 2．1   30．3   3．8   28．8   3．6   陸棲哺乳類の肉類  0 5  0．063  
14   5. 9i 2. Oi 5．5   1．8   4. 3i 1．4   陸棲P 乳類の乳類  0 03  0 01  
10   0 9   0. 9i 0，8   0．8   1．0   1．0   家禽の肉類  0 05  ●   0．05  

家禽の卵類  0．05  ●   0．05   2．0              2．0   
計  688．6  437．2  393．1  264．6  514．1  316．4   759．4   489．1   

ADI比（％）  38．0享  24，1  73．2   49．3   27．2   16．7   41．2   26．5   

●：個別の作物残留試験がないことから、暴露評価を行うにあたり基準値（案）の数値を用いた。  

高齢者については畜産物、妊婦については家きんの卵類の摂取量データがないため、国民平均の摂取量を参考とした。  

TMI）1：理論最大1日摂取量（Theoreticalhlaximum Dailylntake）  

EDI：推定1日摂取量（Estimated DailyIntake）   
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答申（案）  

ピラクロストロビン   

残留基準値  

食品名  
l）口m   

小麦  0．2  
大麦  0．5   
とうもろこし   0．02   

その他の穀類（注1）   0．5   
大豆   0．05   
小豆類   0．5   
だいこん類（ラディッシュを含む）の根   0．5   
だいこん類（ラディッシュを含む）の葉   20   
キャベツ   0．2   
芽キャベツ   0．3   
ケール   
カリフラワー   0．1   

ブロッコリー   0．1   
レタス   2   

ねぎ   0．7   

にんにく   0．05   
にんじん   0．5   
ピーマン   0．5   

なす   0．5   
メロン類果実   0．2   
未成熟えんどう   0．02   

なっみかんの果実全体   
レモン‘   

オレンジ（ネーブルオレンジを含む）   

グレープフルーツ   

ライム   
その他のかんきつ類果実（注2）   

ネクタリン   
あんず（アプリコットを含む）   2   

すもも（プルーンを含む）   

うめ   2   

いちご   0．5   
ラズベリー   

2   

ブルーベリー   

かき   0．7   

パパイヤ   0．05   
マンゴー   0．05   
その他のナッツ類（注3）   
コーヒー且   0．3   
ホップ   15   
牛の筋肉   0．5   
豚の筋肉   0．5   
その他の陸棲哺乳類に属する動物（注4）の筋肉   0．5   
牛の脂肪   0．5   
豚の脂肪   0．5   
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪   0．5   
牛の肝臓   0．05   
豚の肝臓   0．05   
牛の腎臓   0．05   
豚の腎臓   0．05   
牛の食用部分（注5）   0，05   

豚の食用部分   0．05   

乳   一‾  0．03   
干しぶどう  5   

（注1）「その他の穀類」とは、穀類のうち、  

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそ  
ば以外のものをいう。   

（注2）「その他のかんきつ類果実」とは、かん  

きつ類果実のうち、みかん、なっみかん、な  
つみかんの外果皮、なっみかんの果実全  
体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ラ  
イム及びスパイス以外のものをいう。  

（注3）「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のう  

ち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びく  
るみ以外のものをいう。  

（注4）「その他の陸棲哺乳類に属する動物」  

とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及  
び豚以外のものをいう。  

（注5）「食用部分」とは、筋肉、脂肪、肝臓及  
び腎臓以外のものをいう。   
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